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       午前１０時００分 開会   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら令和４年第３回美幌町議会定例会第３日

目の会議を開きます。 

─────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、２番藤原公一さん、３番大

江道男さんを指名します。 

─────────────────── 

◎議会運営委員長報告 

○議長（大原 昇君） 本日、議会運営委

員会を開きましたので、委員長から、その

結果について報告を求めます。 

 １３番馬場博美さん。 

○１３番（馬場博美君） 本日、議会運営

委員会を開催しましたので、その内容と結

果について報告いたします。 

 追加議案として、決議案第１号ロシア連

邦によるウクライナ侵略を厳しく非難し、

平和的解決を強く求める決議案についてが

提出されましたので、本日、第３日目、日

程第２ 一般質問の後に追加し、審議する

ことと決定いたしました。 

 議員各位及び行政職員の御理解と御協力

をお願い申し上げて、議会運営委員会委員

長としての報告といたします。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 ただいま議会運営委員会委員長から報告

のあったとおり、日程第２ 一般質問の後

に、決議案第１号ロシア連邦によるウクラ

イナ侵略を厳しく非難し、平和的解決を強

く求める決議案についてを議事日程に追加

し、追加日程第１としたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、決議案第１号ロシア連邦に

よるウクライナ侵略を厳しく非難し、平和

的解決を強く求める決議案についてを追加

日程第１とし、議題とすることに決定いた

しました。 

─────────────────── 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（遠國 求君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。朗読については、省略させていただき

ます。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

─────────────────── 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 一般質

問を行います。 

 昨日に引き続き、通告順により発言を許

します。 

 １１番上杉晃央さん。 

○１１番（上杉晃央君）〔登壇〕 私は、

３項目通告しておりますので、順に質問を

させていただきたいと思います。 

 一つ目は、学校ＩＣＴ教育の推進につい

て。 

 ＩＣＴ推進員の配置による授業の支援に

ついてであります。 

 文部科学省のＧＩＧＡスクール構想に基

づく児童生徒に対する１人１台の学習用タ

ブレットや、学校内の高速ネットワーク環
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境（Ｗｉ－Ｆｉなど）が整備されました

が、コロナ禍で休校措置（学級閉鎖など）

が実施された際、学校での授業ができない

緊急事態が発生したところです。 

 ２０２０年７月、文部科学省が公表した

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏ま

えた公立学校における学習指導要領等に関

する状況」によると、Ｚｏｏｍなどのリモ

ート会議システムを使った同時双方向型オ

ンライン授業を行った教育委員会は、全国

で１５％と極めて少ない結果でした。 

 学校での通常授業をオンラインで代替す

るには、タブレット等設備のハード面と、

実際にオンライン授業を行える人材の確保

など、ソフト面の両面が必要です。本町で

は、ハード面は整備できましたが、現状で

はそれを活用する教員側の対応が難しく、

残念ながら学級閉鎖時でのオンライン授業

の実施には至っておりません。 

 実施には、事前準備の時間と労力がかか

り、環境づくりにはＩＣＴ支援員等の人材

確保、オンライン授業を円滑に行う教員の

スキルが必要だと思います。人材確保のた

め、北海道内でも学校ＩＣＴ支援員を地域

おこし協力隊として募集し、ＩＣＴ支援業

務を推進する教育委員会があります。 

 本町の現状から、できるだけ早い時期に

必要に応じてオンライン授業を実施するた

め、地域おこし協力隊員の募集など、今後

の具体的方策についてお尋ねいたします。 

 二つ目は、移住定住促進施策の拡充につ

いて。 

 住宅用地の格安分譲及び新築住宅補助制

度の拡充についてであります。 

 一般社団法人移住・交流推進機構が行っ

た「若者の移住」調査結果によると、移住

に関心のある既婚世帯が地方移住に興味、

関心のある理由（複数選択可）のうち上位

三つは「山・川・海などの自然にあふれた

魅力的な環境」「子育てに適した自然環

境」「子供の教育・知力・学習向上」で

す。 

 移住するとしたら、移住先での住宅の優

先条件の上位三つは「買物できる場所がそ

れほど遠くない」「持家一軒家」「医療機

関がそれほど遠くない」となっておりま

す。 

 本町では、移住希望者のための多彩な支

援制度を提供しています。 

 起業支援、店舗の経営強化支援、新規就

農支援、東京圏からの移住と就業支援、医

療従事者・介護従事者の就業支援、住宅新

築時の町産材活用支援、住宅リフォーム支

援、木質ペレットストーブ購入支援、妊産

婦の各種支援、子育て一時預かり支援、子

ども医療費支援と総合的な支援策が用意さ

れていますが、移住を希望している方が一

歩踏み出すことができる支援策の拡充につ

いて伺います。 

 例えば、住宅用地の格安分譲計画で、持

家一軒家を希望する４０歳以下の夫婦世帯

あるいは子育て世帯に町有地を有効活用し

て分譲します。候補地として、敷地面積が

一番広く、入居率が低く、高齢化率の高い

美園団地をできるだけ早く建て替えを行

い、団地内空き地を広めの１５０坪区画に

整備し、坪１万円から２万円程度で格安分

譲します。 

 この広さがあれば、子供の遊び場や家庭

菜園などが可能で、冬期間は雪を積む場所

も十分確保できます。 

 二つ目の例として、現在、町産材活用補

助金に加えて、地元業者に住宅を発注した

者には、新築住宅補助制度を追加し、１戸

当たり最大２００万円補助と子育て加算を

加えます。 

 オホーツク管内における住宅取得等補助

金では、基本限度額に移住者、子供のいる

世帯及び２世帯住宅加算など、最大で４０

０万円を超えることから、最少で１００万

円が限度となっております。また、町有地

を無償譲渡あるいは１０年間使用料を無料

としている町村もあります。 

 年々人口減少が進む今こそ、他自治体に
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比べて魅力のある子育て世代、移住希望者

への土地取得及び新築住宅補助金の支援策

が必要と考えます。 

 これが実現することにより、固定資産税

の増収、住宅建設による経済波及効果、移

住者及び定住者の増加等が見込めますが、

その必要性についてお尋ねをいたします。 

 ３点目は、新たな農業の担い手につい

て。 

 半農半Ｘの就農推進についてでありま

す。 

 近年、半農半Ｘという働き方が注目され

ています。背景として農業人口の急減があ

り、２０２０年農林業センサス結果では、

５年前と比べ、個人農業者は３９万４,００

０人（２２.４％）減少し、１３６万３,０

００人となり、従事者のうち６５歳以上の

高齢者は４.７％増の６９.６％と高齢化が

進んでいます。 

 半農半Ｘは、１９９９年に塩見直樹さん

が提唱したもので、農村で副業・兼業など

をしながら、自分の好きな仕事（Ｘ）を多

様に組み合わせ、魅力的な生活を実践しよ

うとするものです。 

 政府は２０２０年に、今後１０年間の農

業振興の指針となる食料・農業・農村基本

計画を策定し、その中で半農半Ｘの推進を

明記し、２０２２年から多様な就農形態の

支援が本格化してきます。 

 また、ＪＡグループ北海道では「農業を

するから、農業もする時代へ」を合い言葉

に、仕事の選択肢の一つにしてもらうパラ

レルノーカーに挑戦実証をしています。 

 国の基本計画策定により、今後、町が行

う就農支援策の拡充や、半農半Ｘという新

しい形の小さな副業農家を支援することが

可能となります。 

 コロナ禍によるリモートワークの普及に

より、都会での仕事を田舎で行うハードル

はかなり低くなってきています。町とし

て、ＪＡびほろをはじめ農業関係機関と連

携した半農半Ｘの積極的な取組についてお

尋ねします。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 上杉議員

の御質問に答弁いたします。 

 学校ＩＣＴ教育の推進につきましては、

教育長から答弁いたします。 

 初めに、移住定住促進施策の拡充につい

てですが、本町の移住事業の取組について

は、令和２年度に移住定住情報サイト及び

移住体験住宅３棟を整備し、プロモーショ

ン活動を強化したところ、令和３年度は、

例年の２倍を超える移住相談を受けている

ところであります。 

 また、同じく一般社団法人移住・交流推

進機構が行った「若者の移住」調査結果の

うち、地方への移住を妨げている大きな要

因については、大きく「仕事の魅力」「コ

ミュニティーの魅力」「情報提供」の三つ

が挙げられています。 

 以上の結果を踏まえ、本町の移住事業の

さらなる推進のため、令和４年度につきま

しては、移住相談拠点施設の整備と運営を

委託し、まずは、仕事の魅力など三つの取

組を強化することで交流人口及び関係人口

を創出し、移住定住の促進につなげていき

たいと考えております。 

 御提案いただいた土地取得及び新築住宅

補助等の支援策についての必要性は認識し

ている一方、都市圏に住んでいる子育て世

代で本町への移住相談者からは、見知らぬ

土地での移住生活を考えると、まず、賃貸

住宅による移住を検討している方が相当数

を占めております。 

 そのため、本町におきましては、不動産

事業者と官民連携した既存の住宅ストック

を活用した案内と、住宅リフォーム制度を

はじめとした既存制度による対応によっ

て、移住者に対する住宅支援は一定程度果

たしているものと認識しております。 

 一方、定住支援策としては、令和３年度

から新たに、空き家の取壊しに対する支援
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として、取壊し後２年以内に住宅を新築さ

れる方を対象に、通常の取壊し支援である

一般型よりもさらに補助額を加算した新築

型として、重点的な支援を実施していると

ころです。 

 初年度となった本年度の新築型は３件の

申請があったことから、新築住宅支援の観

点からも有効な支援策であると認識してお

ります。 

 既存の町産材を活用した新築住宅支援や

住宅リフォーム支援に加えて、提案いただ

いた支援策も含めた定住施策の見直しが必

要であると認識しており、引き続き、検討

させていただきたいと考えておりますの

で、御理解を賜りますようお願いいたしま

す。 

 次に、新たな農業の担い手について、半

農半Ｘの就農推進についてでありますが、

現在、国の食料・農業・農村基本計画で

は、農村で実現できる多様なライフスタイ

ルの一つとして半農半Ｘを挙げており、半

農半Ｘの実践者は農村に移住し、農業を営

みながら加工品製造や都市農村交流などの

副業に取り組む事例があり、その多くが、

本州の兼業農家が主体の地域で受入れが進

んでいるものと認識しております。 

 現在の本町における新規就農者の育成に

つきましては、離農予定者から農地、住

宅、農機具等を一括で譲渡していただく第

三者経営継承方式による新規就農を推奨し

ており、これまで、畑作を主体とした大規

模営農、露地野菜・ハウス野菜を主体とし

た小～中規模営農、さらには肉牛繁殖営農

に至るまで、地域の多様な営農体系を継承

する形で新規就農者が就農を果たしてお

り、必然的にその営農体系はいずれも農業

収入を主体として生計を立てる専業経営と

なっております。 

 また、新規就農者の中には、経営の幅を

広げるため、副収入を得る対策を実践して

いる方もおり、独自の農産物インターネッ

ト販売やふるさと納税返礼品への出荷、さ

らには、町で推進する農村ツーリズム事業

へ参画し、農業体験や農家民宿受入れによ

る収益向上策も計画されております。 

 これらのことから、様々な経験や知識、

技術や人脈を持った多様な人材を新規就農

者として受入れすることは重要だと考えま

すが、本町における新規就農者の育成は、

約１万ヘクタールを有する地域農業の現状

に即した農地の流動化と生産基盤の維持発

展を促進するため、優良経営されていた離

農者からその経営を引き継ぐ専業農家の育

成を優先的に進めており、現状では、半農

半Ｘの新規就農者を育成する考えはありま

せんので、御理解をお願いいたします。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 上杉議

員の御質問にお答えいたします。 

 本町の小中学校におけるＩＣＴ教育の現

状につきましては、今年度、１人１台のタ

ブレット端末の整備により、本格的に推進

しているところであります。 

 タブレット端末でありますが、通常時の

授業においては、教員からの課題提示や調

べ学習、観察記録や児童生徒間での意見交

換など、幅広く活用されております。 

 ＧＩＧＡスクール構想においては、１人

１台端末は、令和の学びのスタンダードと

して個別最適化された教育の実現を目指し

ており、各小中学校では、積極的にタブレ

ット端末の活用による授業展開を進め、さ

らなる工夫により活用の推進を図っている

ため、所期の目的は達成しつつあると考え

ております。 

 一方、国では、現在のコロナ禍による学

校の臨時休業に対応した学びの保障として

もＧＩＧＡスクール構想を位置づけしてい

ることから、各学校では、新年度に向けて

タブレット端末の持ち帰りの準備を進めて

おります。 

 今年の新型コロナウイルス感染症に起因
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した学級閉鎖時には、準備のさなかであ

り、端末の持ち帰り対応が行えませんでし

たが、現在は、いつでも持ち帰りが可能と

なっているとともに、児童生徒が濃厚接触

者などとなって自宅待機を余儀なくされた

場合の端末を活用した自宅学習は実施され

ております。 

 お尋ねの教員のスキルのための地域おこ

し協力隊員募集などによるオンライン授業

実施の具体的方策についてでありますが、

教員のスキルアップのため、学校現場で

は、ＩＣＴに長けている教員を中心に、校

内での研修を積み重ねてＧＩＧＡスクール

構想を推進しており、教育委員会といたし

ましても、専門業者によるヘルプデスクを

設置して、タブレット端末取扱いや学習活

動実施におけるサポート体制を整えている

ところであります。 

 また、オンライン授業につきましては、

対面授業と異なり、集中力の低下や理解

度・共感度の把握が難しいなどの課題があ

り、授業の展開やコンテンツの併用など、

進度に応じた授業準備が必要でありますの

で、試行の中で課題を解消し、本格的な運

用につなげていこうと考えております。 

 当面は現在実施している対応により進め

てまいりますが、地域おこし協力隊による

ＩＣＴ支援業務の推進も一つの手法であり

ますので、各学校とも情報を共有した中

で、本町に合ったオンライン授業の推進方

策を見いだしてまいります。 

 ＧＩＧＡスクール構想は、学習活動を基

本として様々な場面での活用が期待される

ものであるため、学校、教育委員会が一体

となって子供たちの学習環境を整え、学習

活動の一層の充実を図ってまいりますの

で、御理解をお願いいたします。 

 以上、お答えいたしました。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） それでは、１点

目のＩＣＴ教育の推進から順に再質問をさ

せていただきたいと思います。 

 児童生徒の１人１台端末が整備されまし

て、端末を最大限有効に生かすということ

で、授業でどのようにうまく使えるよう準

備するのかということは、コロナ禍がない

場合で考えても一番重要ですが、教員の皆

さんの労力が必要になってくるのだろうと

思います。 

 ふだんの授業の準備だけでも大変な中、

新しいタブレットを使って授業をするとい

うことで、新しい環境の中で頑張っている

教員の皆さんが恐らく日常的には大変苦労

しているのだろうと思います。 

 答弁では、ＩＣＴに長けている教員を中

心に校内研修を重ね、ＩＣＴ教育を推進し

ている、あるいは、専門業者によるヘルプ

デスクを設置しサポートしているというこ

とでしたが、各学校にＩＣＴ分野に強い教

員がどの程度おられて、通常の一般的な授

業で活用することについて特に問題がない

のかどうかということと、専門業者による

ヘルプデスクを具体的にどのように活用し

ているのか、その辺の具体的な状況につい

てお答えいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

 まず、１点目の各学校にＩＣＴに長けて

いる教員が何名ほどいるかですけれども、

人数までは掌握しておりませんが、小中学

校各５校に１人以上は必ずそういう先生が

おりまして、日々、教員とノウハウの共有

を重ねる研修を積み重ねているところでご

ざいます。 

 授業につきましては、各小中学校とも、

ほぼほぼ授業でタブレットを使っていると

学校から聞いている状況でありますので、

問題なく取り進めているのかなと思ってお

ります。 

 最後に、ヘルプデスクについてですが、

こちらは北見の業者にお願いしておりまし
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て、始まった当初は、なかなか動作確認が

できないといった問合せが多くございまし

た。しかし、現在は機械がスムーズに動い

ている状況から、週に数回程度の連絡は来

ておりますけれども、その辺はすぐ対応し

ておりまして、場合によっては遠隔操作と

か、直接学校に来てもらってという対応を

取っておりますので、順調に進んでいると

認識しております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 今のお話です

と、日常的なタブレットを使った教室での

学習は、各学校に専門でいろいろできる教

員の方が１人以上はいるので、そこはしっ

かりできているということです。ヘルプデ

スクというのは、インターネットで調べる

と、それぞれ登録された民間業者が、ハー

ド面とかソフト面も含めていろいろな相談

に応じてくれるということですが、そうい

う対応で日常的に取り組まれていることは

承知しました。 

 タブレットの導入は、先ほど話しました

ように、日常的な授業の中で有効にＩＣＴ

として活用しながら、個々の生徒に合わせ

た適切な学びを提供するというのが本来の

目的だと思うのですが、今回、３年目を迎

えるコロナ禍の中にあって、緊急事態の中

でオンライン授業にも活用していこうとい

うのが文科省の方針でありますので、そう

いう現状の中だからこそ、美幌町でも学級

閉鎖とか学年閉鎖が今後も出てこないとは

限りません。そういった意味で、学校での

学習をサポートするためにタブレットが有

効に活用されるものだと期待をしておりま

す。 

 先ほど質問いたしましたけれども、ＩＣ

Ｔ支援のために、北海道内でも雄武町、興

部町、下川町、喜茂別町、由仁町などで地

域おこし協力隊を募集して取り組んでおり

ます。 

 ＩＣＴ支援員の全国的な配置状況は、文

科省の調べによると４３％ぐらいになって

いるということで、まだ半数までになって

いません。決して高いとは思いません。具

体的な業務としては、授業支援、校内研修

支援、環境整備支援、校務支援、こういっ

た分野を支援員がサポートしてくれていま

す。 

 実際に導入した市町村における業務別の

実態調査の結果を見ますと、教員の負担軽

減では、授業支援の８５％が非常に負担軽

減された、ハードとかいろいろなものの環

境支援では７１％、校務支援では６７％の

順になっており、教員にとっては、こうい

う専門の支援員が配置されることによって

かなり負担軽減される結果になっているか

と思います。 

 それから、教員のＩＣＴの活用機会の増

加では、授業支援で７６％、校内研修支援

で６３％、それから、ＩＣＴの活用指導力

の向上では、授業で７４％、校内研修支援

で６９％と、多くの教員が、それぞれの項

目の中で支援員がいることによって非常に

助かっているという効果を感じているとこ

の調査の中で答えています。 

 実際に、配置した学校の事例を調べてい

きますと、ＩＣＴの支援員というのは、週

に２回、教育委員会に常駐し、学校からの

相談業務に応じ、週３日は各学校を訪問し

て授業や校務支援等に対応するということ

ですが、いろいろなスタイルがありまし

て、教育委員会や学校に常駐する方法と、

１人が複数校を担当する巡回型という二つ

のパターンがあるようでございます。 

 先ほどありましたＩＣＴに長けている先

生たちがしっかり校内で研修したりしなが

らやっているとは思うのですが、またコロ

ナがひどい状況になって学級を閉鎖せざる

を得ないとかという事態になったときに、

今持っているタブレットをさらに有効活用

し、ＩＣＴを積極的に推進するために、先

ほど教育長から、家庭内でのオンラインに

はいろいろ課題があるということがありま
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したけれども、こういったタブレットを活

用してしっかり一人一人の生徒を支えてい

くために、私は、地域おこし協力隊を募集

して支援していくということも一つの手法

だと思います。 

 そういった面で、実際にオンラインとな

ると、先生たちの負担は今よりも大変重く

なることが考えられますので、できれば、

小学校担当と中学校担当ということで、各

１名ずつを配置して取り組んでいくべきで

はないのかということで、教育長の思いに

ついてお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） オンライン授業

の関係でございますけれども、１回目の答

弁で、今年、学級閉鎖になったときは間に

合わなかったとお答えさせていただきまし

たが、現在、一つの小学校で学級閉鎖中の

事例がございます。このときには、児童一

人一人が端末を持ち帰ってオンライン授業

を行っている状況でございます。 

 その中では、今、授業は対面を基本とし

ておりますので、今回、土・日を含めて５

日間の学級閉鎖ということでありますけれ

ども、対面を補完するという意味合いのオ

ンライン授業をしている状況です。 

 その中では、ふだんの授業の進度とか、

一人一人の理解度に応じて、どう配信する

かということがやはり課題だと思っており

ます。そのため、配信する教材の精選など

が大きな課題なのかと思っております。 

 これらにつきましても、１回目の答弁で

申し上げましたが、校内で長けている教職

員を中心として、プロジェクトチームでは

ありませんけれども、そういった取組で研

修活動をしております。令和４年度に予定

しており、全町的な研修組織に発展してい

くのではないかという思いで見ているとこ

ろでございます。 

 こういった研修活動を続けていくことに

よって、学校力向上が図られ、ひいては子

供たちの成長にも大きく資していくという

ことから、校内の教職員が主体的になった

取組を支えていくということを教育委員会

として考えておりますので、現状として

は、地域おこし協力隊については、もうち

ょっと様子を見てから考えていきたいと思

っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 今、１クラスで

実際にタブレットを使ってオンライン形式

で取り扱われているということです。これ

は、全国調査を見ると美幌はよかったなと

いうことが答弁で分かりましたけれども、

タブレット端末の家庭持ち帰りがそもそも

きちんとできていない学校が全国にはまだ

結構あるのです。導入はされましたけれど

も、いろいろな事情から、まだ持ち帰りま

で至っていないということです。 

 美幌町は、そういう意味では家庭の持ち

帰りということが整っているとすれば、あ

とは、コロナ禍でオンライン授業がどんど

ん進んでいけばいいと思っているのではな

くて、もしそういう事態になったときにし

っかり補完するという意味で、オンライン

授業をしながら子供たちの学習をしっかり

教員が支えていくという意味で、必要性は

やっぱり出てくると思います。今、小中学

校５校で、それぞれ学校ごとに研修をして

いるということですので、そういう教員の

プロジェクトチームのようなものの中で、

将来的にオンラインをしっかりやっていく

ために、私が言っているような地域おこし

協力隊みたいな形での専門とする方の支援

を受けたほうが円滑に進められるのかどう

か、中には退職した教員が支援員になって

いるところもあります。もちろん、ＩＣＴ

に非常に強い方が推進員になっているのだ

と思いますが、それ以外に、民間からスカ

ウトするとか、方法は地域地域によって違

いますけれども、いずれにしても、教員の

皆さんがオンライン授業をせざるを得ない
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ような事態になったときに、不安を持たな

いで円滑にできるようにするために、教育

現場の中でも支援員の活用が果たして本当

に必要なのかということを議論した中で、

そういう必要性が出てきた中で地域おこし

協力隊が有効な手法だとすれば、前向きに

考えていただきたいと思いますし、そうい

ったことを現場と協議していただきたいと

思いますが、教育長、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ＩＣＴの活用に

ついては、美幌町だけでなく、管内、道内

としても喫緊の課題であると認識してお

り、町内においても、定期的に校長会議、

教頭会議をしておりますけれども、その中

で、ＩＣＴ活用の推進について日々話題に

しているところでございます。 

 今回、ＩＣＴ支援員の配置について望む

かというお話をした中で、当然、人がいる

にこしたことはないけれども、どういった

ことをやってもらうからとか、組立てに当

たって整理することが多々あるということ

は、各学校の校長とも共通した認識でござ

います。 

 今、働き方改革などということで教職員

の業務は非常に多忙になっている中でござ

いますけれども、今後、ＩＣＴ支援員にも

しお願いするときにどういったことをお願

いできるか、そういった課題を整理した中

でまた検討していければと思っております

ので、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 支援員の支援内

容は、先ほど話したように、大きくは四つ

の分野を中心にということですので、私

は、先生たちが心配なく取り組めるのであ

ればいいのですが、日常的な授業の準備で

も大変な中に、さらに慣れていないオンラ

インでやるというのは、学級の中で使って

教えるのと違って対面でないですから、先

生たちの負担がすごく重いと思いますの

で、そこをどうやったら軽減できるかとい

うことを現場の皆さんの声をしっかり教育

長に受け止めていただきながら、必要性が

あれば、ぜひ支援員の配置についても今後

継続して検討していただきたいと思いま

す。 

 一つ目は、以上で終わらせていただきた

いと思います。 

 次に、２点目の移住支援の関係です。 

 令和４年度の予算の方針の中で町長から

示されましたように、美幌町は移住事業の

推進のために、みどりの村の休憩室を大規

模改修して、移住相談拠点整備を行うとい

う発表をされています。 

 コロナ禍で移住への関心が全国的に非常

に高まって、そういった意味では、まず、

相談の拠点整備を町が本腰を入れてやるこ

とについては評価をしたいと思います。 

 答弁にありましたとおり、まずは、移住

に関心のある方に美幌町に来ていただい

て、体験住宅で体験をしていただく、その

後、しっかりと個別の相談に的確、丁寧に

対応することが必要なのだと思います。 

 移住を妨げる要因として、移住を希望す

る方の仕事が見つからない、条件が合わな

いなどということが考えられていますが、

美幌町で自分の希望する仕事が見つかるの

が一番だと思うのですけれども、見つから

ない場合、就職ではなく、その方が持って

いるキャリアを生かして美幌で起業する

と。現在も起業支援を町で取り組んでおり

ますが、拠点が整備できた中で、希望者に

対して、必要であればこういう支援制度を

さらに拡充していくようにしっかり取り組

んでいくべきだと思います。 

 その際、移住相談拠点で仕事をされる相

談員をはじめ、多くの町民の皆さんと関わ

ることになります。そうやって関わった町

民の皆さんの熱心な支援、そういうところ

からコミュニティーがつくられてきて、答

弁にもありましたように、全く美幌に地縁

がない方は不安を持って移住されると思い
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ますので、美幌を選んでよかったと感動で

きる状況をつくり出すことが非常に重要だ

と思います。 

 そして、後ほど紹介しますが、結果とし

て移住できた場合、その方がＳＮＳで美幌

のすばらしさや情報を発信して拡散してく

れると思っておりますので、今、移住を妨

げる要因と言われている移住者の不安解消

や仕事確保というのは、現在もいろいろな

対応で、昨日のほかの議員の質問にも、ハ

ローワークとか、そういったことを中心に

ということでしたけれども、そういった面

での仕事確保に対してどんな対策が必要と

考えられているのか、町長の考え方をお聞

きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、昨年と今年

にかけて情報サイトを強化したということ

であります。 

 その中の基本に、担当のスタッフに考え

ていただいたのは、今回、上杉議員から御

紹介いただいた「若者の移住」調査、これ

は平成１１年ですから、大分前に出たもの

をベースとして、何が問題かをしっかり受

け止めた中で物事を発信しなければいけな

いということがきっかけであります。 

 その中で問題になっていた、受け入れる

側のことで言ったときに、結果的に定住と

いう流れにはなるのですけれども、言うな

らば、どういう方々と関わるかという話で

あります。 

 そういった場合に、地元として、相手方

も危惧されるのですけれども、確かに自然

の触れ合いとかはいいのですが、学力・知

力の向上ができる教育環境とか、不安な部

分でいくと、給与です。最終的に一番悩ん

でいるのは何かということでは、移住先で

の給料が求める給与水準にならない、それ

から、田舎の人間関係の不安を考えたとき

に、この地域にそれだけの給与を出せるよ

うな環境があるのかと考えなければいけな

いと思っています。 

 そういう意味では、今、こういう仕事と

町で示すというよりも、こういう就職口が

あるという情報は出せるのですけれども、

なかなかそこまでは踏み込めないのが実態

だと思っています。 

 あとは、今、上杉議員がおっしゃったよ

うな人間関係、地元として受け入れるよう

な環境になっているかということを今回打

ち出した中でしっかり皆さんと考えなけれ

ばいけないと思っています。 

 令和４年度に今回審議していただける移

住相談というのは、そういう人たちも含め

た中でいくと、個々よりも組織というか、

美幌に関わってきた企業の人たちと、昨

年、スタッフに訪問をしていただいて全部

聞き取りした中で、そういう関係を美幌と

持ちたいという意見があったので、そうい

う方との関係をしっかり持てるような拠点

づくり、また、そういう人たちが、こちら

で仕事を見つけなくても、こちらで会社に

所属しながら仕事ができる環境をまずつく

った中で、例えば、フリーで入ってくる方

がそこにも加われるような環境づくりをし

たいというのが今の状況ですので、御理解

いただければと思います。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 私もこの調査を

いろいろな角度からしているので、移住を

希望している人たちの素直な気持ちがこの

調査の中に現れているのだろうと思いま

す。 

 給与水準のことですが、もちろん都市部

からこちらに来ますから、町内でそれに見

合う就職先を見つけることはすごく難しい

ことだと思います。 

 ただ、そう言いながらも、条件が合わな

くても、そこで決断している中には、例え

ば、勤務時間にとらわれない仕事がしたい

とか、小さな会社でもよいからやりたい仕

事をしたい、まちづくりの会社等の仕事を

したい、観光関係の仕事がしたいと、収入
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が減ってもすばらしい環境の中で仕事をし

たいという思いをはかりに乗せてどっちを

選ぶかというときに、給料よりは地域の環

境とか、町長も言うように、そこのまちに

移住者を心温かく受け入れてくれるような

コミュニティーがあるかどうかということ

も最終的に決める大きな要素になるのでは

ないかと思うのです。 

 そういう意味では、自分が希望する仕事

が見つからないときに自分の経験を生かし

て起業するとか、今後、いろいろな形での

支援というものを、今年整備される移住相

談拠点整備の中でしっかり対応していって

もらいたいと思います。 

 それで、質問です。 

 住宅ですが、昨日も木村議員の質問にあ

りました。私は、ホップ・ステップ・ジャ

ンプとして、答弁にもあったように、ホッ

プは、まず美幌に来ていただいて体験して

いただくこと、ステップは、そこで何とな

く美幌はいいなという気持ちで移住に傾い

た方は、まずは賃貸住宅なのだろうと思い

ます。ジャンプは、その後、賃貸住宅に入

って、ここは私の第二のふるさとで、ここ

にずっと家族で住もうといったときに、美

幌町に夢のマイホームを持ちたいというも

のに結びついていくこと、その背中を押し

てくれるのが格安分譲用地と新築住宅だと

思います。今、町もいろいろな助成はして

いますけれども、そこに手厚い補助制度を

導入することができないのかと言うことで

す。私は、以前から勝手に、美園団地を分

譲できればすごくいいなと自分の中に秘め

てきたものですから、今回出しました。 

 先ほども話しましたけれども、オホーツ

ク管内９町村の住宅取得等の補助をインタ

ーネットで検索した結果、住宅取得の部分

では５０万円から２００万円、移住者加算

が５０万円、１０年間定住という条件はつ

いていますけれども、町有地の無償譲渡な

ど、それぞれのまちで移住定住のために多

様な住宅補助制度を持っています。北海道

は土地が広いと言っている割には、分譲し

ている住宅の面積は、必ずしも都会から比

べてゆとりがあるわけではありませんの

で、広い土地にマイホームを実現できると

いうのは多くの人の夢でもあると思いま

す。 

 ちなみに、美幌に近い北見市のひかり野

の土地がどれぐらいするのかをインターネ

ットで調べてみると、坪５万５,０００円ぐ

らいというのが相場です。高いときで６万

円ぐらいのときがあったようですけれど

も、私が提案している一、二万円が適切な

価格かどうかは別にしても、かなり格安感

はあると思うのです。 

 子育て世代やこれから出産を考えている

若者世代は、移住者だけではなくて、町内

に本格的に定住したいという町民ももちろ

ん対象にしての提案ですけれども、この土

地の価格は大変魅力があって、美幌町の近

隣からも美幌に移住してくる可能性も出て

くるのではないかと思います。 

 町では、美園団地の令和１１年度からの

建て替え計画がありますが、町有地を活用

した住宅用地の格安分譲の可能性につい

て、再度、町長の思いをお尋ねしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 全てが都会からと

いうことではなく、今、上杉議員がおっし

ゃったように、美幌から都会にという意味

でいけば、私は、今言われたことは可能性

があると思っています。一つの例として、

訓子府町のやり方は、高規格道路ができた

ことによって、北見へ通勤するのに、北見

で探すよりも、認定こども園に子供を預け

られて、そして他の補助もあって、そこに

住んでもらえるという形を取りました。 

 私は、まさに同じようなことをずっと考

えておりました。今、端野－高野間に高規

格道路を造っています。これが何とか早く

なれば、北見に勤められている方が美幌か

ら通えるということ、そのためには美幌が
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子育てとか、今言ったような宅地分譲をし

て安く住宅を建てられるということです。 

 ですから、先ほど美園団地の話の提案を

いただきましたけれども、私は、こういう

ことを考えられるというなら、都会からも

あるのですけれども、まずは北見へ仕事に

行っている、それから北見から仕事に来ら

れている方も含めて、地元の人も含めた施

策をどこかの時点でやる必要があるという

気持ちは持っております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 私も、移住者だ

けのためではなくて、町長と思いは同じで

して、町内にいる方も含めてですが、ずっ

とこのまちに住み続けたいという若い世代

の人のために夢を実現してあげるのは、や

はり、土地の取得に対して支援してあげる

ということも一つなのかなと思います。 

 いずれにしても、美幌町は非常に自然環

境に恵まれていますし、子育て支援という

意味でもまちもいろいろな施策を取ってい

ます。あわせて、女満別空港に大変近いと

いうことで、アクセスの面でも抜群に優れ

ていますので、そういった優位性をしっか

り情報発信しながら、少し弱い点は、私も

町長と同じで、アンケートにあった子供た

ちの教育、知力・学力向上の部分は、残念

ながら美幌高校の生徒募集で苦戦している

ことを含めて課題があると思いますが、ぜ

ひ、今述べたよい条件を生かして、しっか

りと移住定住施策を強化していただいて、

元気なまちづくりに取り組んでいただける

ことを期待して、この質問は終わらせてい

ただきたいと思います。 

 最後の質問の半農半Ｘですけれども、答

弁にありましたように、本町は専業農家の

育成を優先的に進めている現状で、半農半

Ｘの新規就農を考えていないという答弁

は、正直、残念でした。 

 確かに、耕作面積の広い美幌町では、答

弁にありました第三者経営継承方式による

新規就農を推奨して、これによって新規就

農者が増えていることは私も承知しており

ます。 

 しかし、半農半Ｘというのは、専業農家

がなかなか手を出せない隙間の部分を埋め

るというか、そういった分野を手がけるこ

とだと私は思っていますので、専業農家の

中で今できていない隙間に挑戦したいとい

う新規の就農者を確保することも、広大な

農地をしっかり専業農家が守るだけではな

くて、そういう分野への参入があってもい

いのではないかと思いますが、町長の考え

方をお聞かせください。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 半農半Ｘを否定す

る話ではないのです。ただ、その意味の使

い方を間違えると非常に誤解を受けると思

っているから、答弁では、正直、町として

はそういう考えを持っていないというお話

をさせていただきました。 

 今回御紹介いただいたパラレル農家も含

めて、ある意味では、農業に興味を持って

いただきたい、それから農家の人たちを知

ってもらいたいということをどれだけやる

かという取組なのです。 

 それから、半農半Ｘについても、私も彼

の本が何冊かあって、言っていることは分

かるけれども、どちらかといったら、今、

農地というものは、中途半端に取得ができ

るような状況でないということも理解いた

だきたいということなのです。 

 農家を楽しみながらというよりも、農業

という行為を楽しみながらやるということ

に対しては非常にありがたい話ですが、そ

の辺の言葉を間違えて、今回、この報告書

を農水省の新しい農村政策の在り方に関す

る検討委員会に出したわけですけれども、

それをきちんと読んでいただいたら意味は

違うのです。要は、いろいろな隙間がある

よりも、本州の兼業だけではないところに

対して、そういうところに関わることがこ

ういう手法もあるというだけの話であっ
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て、その辺は、関係人口を言っていた小田

切さんがそう言っていて、皆さんがそうい

う意見を言っているわけではなくて、例え

ばこういう例を挙げてというところを、結

果的に、言葉としては半農半Ｘという非常

にいい言葉というか、非常に興味深いで

す。 

 その辺は、私とすれば、農業を基幹産業

とするまちとしては否定はしないですけれ

ども、しっかり農業に関わる人、それは兼

業でもいいですし、専業でもいいし、１万

ヘクタールの農地をしっかりみんなで守っ

て、命の産業というか、食料を国民に提供

していくことに自信を持ってやっていくま

ちでありたいと私は思っております。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） 言っていること

は私も分かりますが、隙間ということで、

こういう人たちも美幌に入っていきたいと

いう希望があれば、受皿としては、美幌は

専業農家が中心だからいいですということ

ではなくて、実は、北海道にも半農半Ｘで

入ってきている地域もあるのです。 

 ですから、そういうことに対して門前払

いはしないと思いますけれども、しっかり

受け入れていくということで、たまたま美

幌町移住ガイドブックに、今言った吉田幸

枝さんが載っています。この方は、さっき

言った第三者の関係でちゃんと経営を継承

した方ですけれども、この方を見ていて

も、夢をかなえる自分たちを町民の皆さん

が一生懸命応援してくれたということや、

温かく応援してくれたことが、最終的には

移住の決断になったということを書かれて

います。 

 この人は半農半Ｘではありませんけれど

も、都会から移住してきた先輩がいますか

ら、そういう中で、例えば、半農半Ｘでの

移住を希望したときに、吉田さんたちのア

ドバイスも受けながら、どうやってニッチ

な部分ができるかとか、相談があれば受け

るという考え方だけでもぜひ前向きに持っ

てもらいたいと思うのですが、町長、いか

がですか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 否定をしないと先

ほど言いましたけれども、そのように来ら

れる方の相談に乗りますし、丁寧に対応し

たいと思います。その中で、農地を持つと

いうことを一つの考え方として基本に持っ

ていただけるほうがありがたいと思ってい

ます。 

 半農半Ｘという言葉だけが一人歩きする

のではなくて、美幌に来て、少しでも農地

を持って、足りない分をほかのもので。吉

田さんが半農半Ｘではないと言っていたの

はそのとおりであって、彼女のように能力

がある人たちは本当にウェルカムです。で

すから、農業をしながら彼女が持っている

知識をどんどん地域にも出していただいて

いますし、全国にも発信していただいてい

ます。そういう人材であれば、少しでも多

く来ていただきたいと思いますし、半農半

Ｘということではなくて、農業に少しでも

興味を持って実際に農地を持ちたい、その

中でしっかり美幌に住みたいという方につ

いては、いつでも全力で応援したいと思っ

ています。 

○議長（大原 昇君） １１番上杉晃央さ

ん。 

○１１番（上杉晃央君） いずれにして

も、そういう希望を持った方がもし美幌町

の戸をたたいたときに、移住定住にもつな

がることですので、いいかげんな気持ちで

半農半Ｘで来ているわけではなく、北海道

のすばらしい自然やよさにほれて、そこで

自分が持っている本業の仕事をしながら地

域に関わって取り組んでいます。そういっ

た面では、親切丁寧に、本当に小さなハウ

スで高収益なものを半農半Ｘで取り組んで

いる事例もありますから、そういったこと

も考えながら、相談があったときに、ぜひ

移住対策の一環の中で、そういった人たち
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に対しても温かく対応していただきたいと

思います。 

 以上で終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、１１番上

杉晃央さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は、１１時１０分といたします。 

午前１１時 ３分 休憩 

─────────────────── 

午前１１時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ９番稲垣淳一さん。 

○９番（稲垣淳一君）〔登壇〕 それで

は、大きく３点質問をさせていただきます

ので、お答えをよろしくお願いいたしま

す。 

 まず、大きく一つ目、町長の政治姿勢に

ついてであります。 

 令和２年国勢調査の結果への対応につい

てであります。 

 昨年末に、令和２年国勢調査結果の確定

値が公表されました。それによりますと、

美幌町の人口は１万８,６９７人、前回の平

成２７年の調査から１,５９９人、７.９％

の減少、世帯数は８,３０９世帯、前回の平

成２７年の調査から３１７世帯、３.７％の

減少となりました。 

 町は、人口減少の要因を少子化の進展に

よる自然減、町外への就職及び高齢化の進

展による町外の病院や福祉施設への入所な

どによる社会減が同時進行しているものと

考えると分析しています。 

 平野町政の仕上げの４年目を迎え、今

後、どのような観点から我が町のかじ取り

をしていくのか、町長の考えをお示しくだ

さい。 

 ２点目であります。 

 町道の安全管理について。 

 大正橋における安全安心な管理体制につ

いてであります。 

 現在、大正橋を通過する交通量は増加の

一途をたどり、交通事故が多発しておりま

す。美幌警察署の調べによりますと、平成

３１年１月１日から令和３年１２月３１日

の３年間における大正橋近辺で発生した交

通事故は２３件、うち大正橋内でのものが

６件、人身事故が１件とのことでありま

す。 

 橋梁長寿命化計画に基づく修繕は行われ

ましたが、幅員の拡幅が行われず、自動車

の大型化に対応し切れていないために起こ

っているのではないかと思われます。ま

た、北見方面から来る大型車両が国道３９

号線に迂回して市街地を通り抜けていま

す。さらに、パークゴルフ場に出入りする

際は特に注意が必要です。 

 多くの町民が一日も早い整備を求めてい

ると思いますが、町長のお考えをお示しく

ださい。 

 三つ目であります。 

 教員住宅の管理について。 

 教員住宅の運用方法についてでありま

す。 

 美幌町内には教職員用の住宅が数多く設

置されています。その中で、大多数の管理

職の方たちは学校の敷地内の住宅に住んで

おります。残念ながら、その住宅は築３０

年から４０年を超えるものが大半を占めて

います。管理職の方たちは、勤務年数が２

年から３年と短いために、住環境について

不平不満を言わずに異動されていますが、

しっかりとした住まいを提供し、学校運営

に力を発揮していただくことが大事と考え

ます。 

 この厳しい財政状況の中、早急に建て替

えをする考えはあるのか、さらに、学校の

セキュリティー対策がしっかりとなされて

いる昨今、管理職が学校の敷地内居住を続

けなければならないのはどのような理由な

のか、加えて、他の町職員住宅の利用や民

間のマンション等の借り上げの考えはない
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のか、また、そのことによる維持管理費の

縮減効果を検討したことがあるのか、教育

長の考えをお示しください。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 稲垣議員

の御質問に答弁いたします。 

 教員住宅の管理については、教育長から

答弁させていただきます。 

 初めに、町長の政治姿勢についてです。 

 昨年１１月に公表された令和２年国勢調

査の結果につきましては、人口減少対策で

ある第２期美幌町まち・ひと・しごと創生

総合戦略においても、ほぼ同様の推計を行

っていたところです。これまでも、人口減

少の主な要因となっている少子高齢化の進

展による自然減、進学をはじめ、転出超過

による社会減に歯止めをかけるため、総合

戦略に掲げる事業を推進してきたほか、特

に、子育て支援、教育、福祉の充実を図る

ため、３歳から５歳までの幼稚園、保育園

における給食費無償化をはじめとした町長

の重点政策に掲げる事業について、着実に

実施してまいりました。 

 任期中の最後の本格予算となる令和４年

度を迎えるに当たっては、町長の重点政策

の着実な実施に加え、令和４年度の重点施

策である移住相談拠点の整備を通じて、移

住促進と関係人口の創出を図ってまいりま

す。 

 具体的には、移住相談を通じた移住者の

増加を図っていくほか、企業の森林づくり

など、本町に関わりのある企業等にサテラ

イトオフィスとして利用いただくことを通

じて、本町のまちづくりへ関わる企業等と

の関係をより深めていきます。 

 人口減少は避けることのできない大きな

課題でありますが、これまで実施してきた

事業との連携や相乗効果、さらには、継続

性及び発展性のある事業展開を図り、次世

代に向けたまちづくりにつないでいくこと

で、本町の未来を切り拓いてまいりたいと

考えておりますので、御理解を賜りますよ

うお願いいたします。 

 次に、町道の安全管理についてでありま

す。 

 大正橋における安全安心な管理体制につ

いてですが、大正橋は昭和３５年に架設さ

れたＰＣ橋（プレストレスト・コンクリー

ト橋）で、供用後６１年が経過していま

す。御指摘のとおり、古い道路規格で整備

された橋のため、道路幅員が狭く、大型車

両の交差には注意が必要であり、さらに冬

期は積雪による影響もあるため、交通事故

に対する注意が必要な状況であります。ま

た、連絡する道路の整備により、通勤、観

光、運搬車両など、国道・道道並みの交通

量となっているところであります。 

 この問題を解決するには橋梁の架け替え

が必要となりますが、多額の事業費と現状

の車両通行をどのように確保するかなどの

課題があります。また、橋梁前後の道路に

ついても、交通安全対策として線形改良の

検討を行うなど、橋と道路が一体となった

整備が望ましいと考えております。 

 本路線は、大正橋を含め、道道から町道

に振り替えた経過があり、現状の交通量や

求められる橋梁・道路整備などの事業規模

から、道道昇格による事業着手がふさわし

いと考えているところであり、網走建設管

理部主催の社会資本整備推進会議におい

て、道道昇格の要望を継続している状況で

あります。 

 町道の維持管理としては、大型車両を含

め交通量が多い重要路線と認識していると

ころであり、スリップ事故防止のため、頻

繁に砂散布を行い、幅が狭くならないよう

グレーダーによる路面整正に努めておりま

す。あわせて、大正橋前のカーブには路面

が滑る旨の注意看板を設置し、注意喚起を

図っております。 

 今後も、適切な維持管理を行い、車両の

安全な通行に努めてまいりますので、御理

解をお願いいたします。 
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 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 稲垣議

員の御質問にお答えいたします。 

 学校の管理職用住宅につきましては、過

去には、校長、教頭が学校施設の鍵の開閉

など管理を担っていたことや、事件・事故

時の迅速な対応、また、地域と共に歩む学

校として管理職が地域に根づいた学校運営

を行っていくという考え方から、学校に隣

接して設置された経緯があります。 

 現状では、管理職用住宅の入居を義務づ

ける明文化されたものはありませんが、全

小中学校の校長、教頭が入居している状況

です。 

 また、管理職用住宅は、ほとんどが建築

から３０年以上経過して老朽化が進んでい

るため、令和元年度の旭小学校教頭住宅を

はじめとして、建築年や住宅の損傷程度を

考慮しながら、毎年度、計画的に修繕を進

めているところであり、建て替えは考えて

おりません。 

 また、他の教職員住宅の利用や民間マン

ション等の借り上げにつきましては、これ

まで検討したことはありませんが、管理職

用住宅は年々老朽化が進んでいくことか

ら、学校管理職用住宅の在り方を検討する

時期に来ていると思われるため、今後、民

間マンション等の借り上げを含めて検討し

てまいりますので、御理解をお願いいたし

ます。 

 以上、お答えいたしました。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） それではまず、１

番目から順に再質問をさせていただきま

す。 

 このように、人口世帯数の減少は、もち

ろん美幌町に限ったことではないというの

は、日本全体の地方の市町村の現状である

ことは重々理解しているところでありま

す。 

 町長に言わせれば、国の施策が足りない

ところが多々あるからこういう地方の自治

体が困っているのだという思いも強いのか

なと思うところでありますけれども、ま

ず、国勢調査は５年に一度実施しておりま

す。 

 私も何度かお手伝いをさせていただいた

ことがありますが、この国勢調査は美幌町

にとってどのような意味をもたらすものな

のか、改めてお尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 国勢調査は、まち

の計画をつくったり、国においては交付税

等の算出をするための資料というか、基礎

データとなるものとして、私はすごく重要

なものと思っております。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 重要な情報という

ことで、今、美幌町が各方面にわたって、

住民サービスを含めて、いろいろな公共施

設の在り方ですとか、そういうものにつな

がっていくのだろうと推察するところでは

ありますが、今回、国勢調査の結果を見る

につけ、今回も３日間にわたり各議員から

も類似の質問が飛んでおるわけであります

が、人が減る、人が少ない、特に子供が減

っている、要は出生率が下がっているとい

うことがどのような影響を今後もたらして

いくのかということを改めて自分なりに勉

強しました。 

 いろいろな施策の中で少子化、高齢化と

いう言葉が必ず付きまとうのですが、最近

読んだ本の中に「無子高齢化 出生数ゼロ

の恐怖」というものがあります。 

 無子高齢化というのは、別に高齢化を無

視しているわけではなくて、無子です。本

当に衝撃的といいますか、目を引くための

本のタイトルなのかと思いながら手に取っ

て読みました。 



－ 150 － 

 以前、私は出生率のことを取り上げて、

減っている人口をどう食い止めるのか、ど

う移住策を立ち上げてまちに活力をもたら

すのかという話を一般質問でしたことがあ

ります。そのときにお話しさせていただい

たことは、一石二鳥ということは大変不適

切かもしれませんが、子育て世代の未成年

の子供をお持ちのシングルマザーの方に、

介護の職場を求めて来ていただいて、美幌

に住んでいただいてという提案、提言をし

たこともあったのです。 

 これも本州での事例があるのですが、そ

ういういろいろな方面から美幌町が取り組

んでいることはよく分かっています。昨

日、町長はいろいろなターゲットをきちん

と見据えていかなければならないという話

をされていました。その中で、ターゲット

ということに改めて思い至ったときに、合

計特殊出生率は令和元年、２０１９年のデ

ータで１.３６人と言われており、さらに北

海道では１.２４人、つまり、子供を産むに

は男女２人が必要になりますので、大人２

人から１.３６人しか子供が生まれないとい

うことです。 

 この本によりますと、単純に男女１００

人ずつ、合わせて２００人の社会とする

と、２００人の大人から１３６人しか子供

が生まれてこなくて、その次はさらに１０

０人減少するということです。つまり、１

００人がほぼ親子三代と考えれば、自分の

孫の代で大体半減してしまうという数字を

突きつけられているわけです。美幌町にお

いては、いやいや半減どころではないぞ、

昨年は１００人を切っている、８０人台

だ、９０人台だ、そういう言葉が飛び交う

わけでありますから、残念ながら合計特殊

出生率の上を行ってしまっているというこ

とも現実としてあるわけです。 

 町長は、このことを踏まえて重点施策の

中でいろいろな取組をされていて、昨日も

各議員の皆さんが、次代につなげるまちづ

くり、安心して子育てできる支援の強化と

いうことを訴えておりました。 

 改めて、重点施策、特に子育てできる支

援の強化が大きく５項目ありますが、町長

の中では、この五つの達成度といいます

か、成功度合いをどのように考えておられ

るでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 国勢調査が終わる

たびに、それと毎月の住民基本台帳の動き

をかなり気にしております。今回、答弁の

中で、戦略の推計と大体同じと言いまし

た。でも、推計と同じというのは、実は悲

しい結果であります。推計値であれば、イ

メージ的には、傾斜を平準化すると１万８,

２５１人ぐらいになるのです。目標値でい

けば、まだ終わっていませんけれども、令

和３年度では１万８,８００人ちょっとぐら

いになります。 

 今、予定されるのは、住民基本台帳でい

けば１万８,５００人前後で、多分、最後の

３月まで２００人ぐらい毎回どんと落ちて

いるので、１万８,３００人と考えれば、本

当に推計値と合っているのです。 

 そういう意味からいけば、このことはき

ちんと受け止めなければいけないと思って

います。 

 ただ、国勢調査においては１万８,７００

人ですから、当時から見れば、実際にはそ

れよりも上回っているという部分では安心

しているところがあります。先ほどの出生

率も含めて、さすがに私もこの何年かは焦

っております。こんなに早く１００人を切

るという思いはあまりありませんでした。 

 ですから、今回、教育委員会としてもか

なり力を入れてやってほしいというのは、

これからの保育所とか、特に学校がどうい

う形がいいかということを考えると。言う

ならば、一貫教育をきちんと打ち出した中

で、数も含めて、いろいろなことに対して

早急に答えを出さなければいけないという

認識を持っています。 

 それは、現状の認識としていろいろ指示
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を出している部分です。 

 では、今度は個々に何をどうしていくか

ということでは、経済新聞の中で、毎年の

住民基本台帳の３０歳から４０歳までの年

間の移動はどうなのかという話になったと

きに、美幌は毎年横ばいできていて、１年

前というのはプラスだったのですが、今年

はマイナスになったのです。 

 この辺で伸びているのは訓子府町、置戸

町で、北見市がやっとプラスになったとい

う話です。 

 そういう状況を見ていると、やはり、こ

れからもう少し重点的に的を絞って施策を

していかなければいけないのかということ

と、今回、いろいろやり取りをした中で、

ターゲットのことで質問をされましたが、

認識も新たにしなければいけない。同じ子

育てでも、子育てをしている対象者なの

か、子供たちなのか、この辺の認識は私も

いろいろ改めたところがある。そういう意

味では、私は、やはり、子育ての部分と教

育、これから将来に向けた子供たちをしっ

かり育てるところをしっかりやるような施

策をすべきだと考えております。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） まさしく、今の町

長のターゲットという言葉は、子供本人の

ことなのか、また、その子供を育てていく

親のことなのか、本当に重要な選択といい

ますか、もちろん両方が整って子育て支援

になると思いますので、そこは本当に難し

い中のかじ取りだなと実感いたしますが、

我々としては取り組んで進んでいかなけれ

ばならない大切な問題であります。 

 そういうことを考えていくと、結局、家

庭を持つ、子供をつくる、育てる、その前

に結婚という話も出てきますね。農業施策

の中でも、婚活ということが食の産業を守

る観点からも大変大切なこととしてよく取

り上げられます。 

 その点、私が身を置く商業界も、後継者

問題を含めて、跡取りといいますか、まず

亭主が独身というのが大変多いという現実

があるわけで、私個人としても、その辺の

対策をどう考えていったらいいのかと思っ

ています。 

 先だって、うちに出入りしているある女

性の営業マンと話をしたときに、私は本業

を持っていて、それで各職場を行き来する

のだけれども、お客さんとしてもターゲッ

トが独身の男性、女性も割と多いので、私

のおせっかいがそうさせるという前置き

で、仕事の話をしていると、その仕事もい

いけれども、誰かいい人を紹介してくださ

いよということをよく相談されるそうで

す。 

 そこで、彼女のおせっかいぐせがいい意

味で功を奏して、今、２組ぐらいマッチン

グされました。残念ながら、その女性は美

幌から出ていくような話もしているので、

そこは寂しいところですが、大きなくくり

でいけば、その２人の幸せを願うのであれ

ば致し方ない、その先に２人の新しい未来

が待っていると思えば、それも我々世代と

しては応援する以外の何ものでもないわけ

です。 

 いろいろな調べがあるのですが、婚活

も、先ほど上杉議員の話に給与の話が出て

いました。移住してくるのに給与所得が守

られるのかとかいろいろな話があります

が、やはり、生活基盤の上では、収入、仕

事が大切になってまいります。 

 そこで、結婚をして、子育てをして、豊

かな家庭を築いて次にという考えを起こせ

る方は、あえてアンケートといいますか、

資料を見れば、正規社員ということが多い

ようです。３０代ぐらいの男性へのアンケ

ートです。結婚に対して、相手を求めてい

る、結婚の願望があるという方が４５％以

上いるということなのです。しかし、非正

規で働いていらっしゃる３０代の男性の多

くを占める答えとしては、結婚は大事だけ

れども、まず自分がちゃんと生活できるの
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か、十分に養っていけるのか、そういう問

題を考えたときに、自分はまだまだ結婚に

は踏み切れないのだ、そういう声が４８％

ほどを占めていまして、それも大きな話で

す。 

 正規雇用の方にしても、もちろん、いろ

いろな生活の不安は拭えない現状ですか

ら、丸々諸手を挙げてという話ではないの

でしょうけれども、正規社員と非正規の方

との考え方の差が、現在、大きな問題とな

っているのだろうと思います。 

 昔は、それなりに給与があって、会社が

男性社員を守って、御婦人が家庭を守られ

る、それも含めて給与をいただいて家庭が

築けていたという時代は、それこそ私は昭

和３４年生まれですが、私が生まれた頃、

昭和３０年代、４０年代の話だと思いま

す。 

 今は、男性も女性も一生懸命働いて、そ

の中で子育てとか豊かな家庭をつくるとい

うのがある意味で普通の感覚なのかと思い

ます。しかしながら、普通の感覚がなし得

ないからこそ、今、こういう状況に陥って

いるのだということを、改めて今回の一般

質問の勉強を通じて思い知ったわけであり

ます。 

 今さら思ったのかという答えはなかなか

厳しい話ですが、そこは町長も十二分に御

理解していると思います。その答えの中

で、移住策というものが町長の重点施策の

中にありますが、例えば、移住策と子供を

守っていくということにリンクするものは

何かありますか。それとも、あくまでも人

を増やす、関係人口を増やすという意味合

いでの移住策と捉まえているのでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 移住策の中におい

て、トータル的に考えなければ駄目なのか

と思っています。 

 やはり、人口が減ってきて、人口を減ら

さない、言うならば美幌に住んでいただく

人をどうやって増やすかということと、そ

れはそれで減っていくのであれば、関係人

口という言葉がいいかどうか分かりません

けれども、美幌に関わってくれる人たちを

どう増やしていくか。ですから、住まなく

てもいいから、来てもらって何かお手伝い

して帰るとか、そういう二面性を今は考え

ています。 

 ですから、今回の答弁の中でお話しさせ

ていただいたのは、まず、拠点施設、相談

施設をつくって、美幌に関わる企業とか、

そういう人たちがしっかりこっちに関わり

を持てる環境をつくっていこうと。その人

たちがこちらに来て自分が余暇を楽しむだ

けではなくて、もし何か地域にも関わって

いただけるのであれば、それも一つの地域

の担い手になるのではないかと思います。 

 一方では、地元に住んでもらうというこ

とですね。そうなると、先ほど一番言われ

ていた正規社員というか、仕事をどうして

あげられるかということを考えなければい

けないし、昔で言う共稼ぎですね。要は、

一緒に働いて子育てをするためにはどうし

たらいいかということになると、この何日

か、昨日も木村議員とのやり取りの中で考

えさせられたのは、子供なのか、親なのか

という個々の部分をきちんとひもといた中

で、皆さんに問いかけ、そして決めて進ん

でいかなければいけないと思います。 

 移住ということに対して全ての面でとい

うか、例えば、教育も大事ですし、収入あ

る職業もそうですし、一番大事なのは、受

け入れる人たちの気持ちだと思います。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 今、子育て支援に

傾注して話をしておりますけれども、私と

しては、行政なのでここだけとかそこだけ

ということはなかなか難しいのは重々承知

しています。もちろん、橋も守っていかな

ければならないし、学校もちゃんと建て替

えなければならないしとか、いろいろな問
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題が山積しているのは分かるのですが、要

は、子供が生まれて、町を支えていく人間

になるにしても、２０年先なのです。その

ことを繰り返していって、これから５０年

ぐらいは今の状態が続くのではないかとい

う心配をするところであります。 

 そういうことを考えると、やはり人は町

の宝ですし、子供は町の宝でありますか

ら、親、子供、あえてこの言葉を使います

けれども、子育て支援に町の資源をもっと

注力すべきではないかと思いますし、そう

していかなければいけないのではないかと

思うわけです。 

 先ほどの婚活の話もありますけれども、

あのときに言った思いとしては、稼げるま

ち、稼げる地域にしなければ人も定住して

いただけないというのは、皆さんも認識す

るところだと思います。 

 昔の話で恐縮ですが、美幌のある保育園

に行ったときに、先生とのいろいろな話の

中で、先月までは何人いたけれども、今月

は何人減ってしまったのだと。そんな急に

年度途中で減るものかという話をしたら、

結局、お父さん、お母さんが非正規とかパ

ートで働いていらっしゃる、だから、ほか

のまちでいい仕事があればすぐ移ってしま

う、子供が固定してなかなかまちに住み着

いていただけないということを、かなり前

の話ですけれども、素朴な現場の声として

聞いたことがありました。 

 残念ながら、そういう状況がいまだに続

いているのが美幌町で、美幌町に限る話で

はもちろんありませんけれども、そういう

状況に置かれているのだなということを思

うと、どういう職環境、仕事の提供ができ

るのかということを一緒に考えていかなけ

ればいけないですし、そこは今後子育てを

するにしても、町がいろいろな支援策を訴

えてもなかなか響かないと思うところであ

ります。 

 仕事も含めた子育て支援策というのは本

当に難しい問題だと思いますが、町長にお

尋ねいたします。 

 いろいろな施策を並べて実践していると

ころですが、この発想、考えは、町長一人

で発信しているものなのか、どういうプロ

セスでこういう事業ができているのか、お

尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 考え方は、私から

こういうことはどうだろうかと投げかける

もの、それから、担当からこういうものは

どうだろうかという両方だと思います。 

 基本的には、担当の人たちが理解した中

で積み上げていただかないと難しい流れが

あります。ただ、それぞれ皆さんの発想を

変えてほしいというお願いはしています。

ですから、先ほどの子育てというところ

で、今、何に注力するかという話になった

ときに、例えば、ゼロ歳児保育を充実する

という話でいけば、ある一方では、せめて

ゼロ歳から１歳ぐらいまでは、私は３歳ぐ

らいだと思うのですけれども、そこまで母

親としてきちんと子供に関わってほしいと

いう思いが強いのです。 

 そうするためには、その間において、先

ほど言ったように、共稼ぎというか、一緒

に働かないと経済環境がなかなか難しいと

いったら、そこをフォローするのか、それ

とも、それはそれで現実を見て保育に力を

入れるか。これは、皆さんと考えた中で、

一方的にこうするという時代ではないと思

っています。 

 そういう意味では、皆さんと話す機会を

多くした中で、全てはできないけれども、

皆さんがこれとこれは絶対やりましょう、

やってほしいというものをやりたいと思っ

ております。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） やはり、職員の皆

さんが自らいろいろな現場といいますか、

保育園、幼稚園はもちろんですけれども、

いろいろなところに出向いて、泣いて笑っ
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て楽しんでという状況を肌で感じていただ

いて、そこをきちんと施策に反映してもら

う、そこが私としては望むところでありま

す。 

 ぜひ、日本一の子育て、子づくり、そう

いうまちは美幌町だと発信できるまちにし

ていくべく、我々も努力いたしますし、こ

の辺は、行政がといいますか、私にしたら

国が率先してその辺の対策を担っていただ

けないかと強く強く思う次第であります

が、そこに負けずに町長も、美幌町の資源

に最大限注力していただきますようお願い

して、次の質問に移ります。 

 ２番目であります。 

 大正橋における安全安心な管理体制につ

いてです。 

 私も、自治会の交通安全部会を担ってい

る関係で、いろいろな方と美幌町のこの場

所は危ないよねとか、ここのところを直し

てほしいよね、危険だよねという話をよく

させていただきます。 

 そんな中で、大正橋というのは、先ほど

も、北見市に行く方法といいますか、行き

来しやすいということを考えた中で、やは

り、この橋はかなり重要な場所を占めてい

ることは誰しも思うところだと思います。 

 安全安心に暮らせるまちという部分にお

いては、皆さんが怖い思いをしてあの場所

を通ることは私としても非常に心苦しい問

題であります。車の大型化はもちろんです

し、今はコロナ禍ですので観光バスが少な

いですけれども、多分、コロナ禍から平常

に戻りましたら、きっと観光バスがあの橋

を往来するのだろうと思っています。 

 私も、大きなバス、トラックが来たとき

には橋の反対側で待つこともあります。自

分の身を守るということがありますので、

それは致し方のないことですが、無論、大

型車が通ってはいけないということにはも

ちろんなりませんし、物流も大切なお仕事

ですから、そこは頑張っていただいている

ところですけれども、運転技術というのは

人それぞれであります。 

 決して私の運転がうまいとか何とかと言

うわけではないですが、やはり、４０年以

上も運転していれば、先々を読んで動くこ

とができますけれども、まだ免許を取りた

てとか、車に不慣れなドライバーにおいて

は、何とかなるだろう、行けるだろうとい

うことで、ぐっと出てしまって、がちゃん

というようなことが見受けられるわけであ

ります。 

 特に、美幌から行けば、あの橋の切れ目

のところから右折してパークゴルフ場に行

くとか、スケート場に行くとか、あそこも

大変利用率の高い場所です。パークゴルフ

場に行かれる方の大半は４０代、５０代以

上の方となれば、時には運転がおぼつかな

い人もいらっしゃるかもしれません。 

 そんなことを考えると、本当にあの橋を

使う人たちは、例えば、運転技術のレベル

が車から見えたらいいですね。走ってくる

車はレベル１だから私は止まって待ってい

ようかなとか、そんなことはまだまだ先の

話かもしれませんけれども、早く自動運転

化になって交通事故対策に一役買ってほし

いなと思っていますが、現在はまだそうな

らない状況の中で、やはり、お互いが運転

に気をつけて走らなければなりません。 

 そういう思いの中で日々過ごしているわ

けですけれども、国道、道道並みの交通量

になっている大正橋は、長寿命化のときに

併せて道路の拡幅は考えられなかったのか

というお尋ねであります。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） ただいまの御

質問でございますが、長寿命化計画の中で

は、補修ということを前提とした補助金の

交付となっておりまして、いかに補修して

長期間使えるようにするかということで事

業を実施したところでありますので、よろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 
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○９番（稲垣淳一君） 例えば、大正橋の

架け替えは考えないのでしょうか。 

 まさしく観光地の美幌町としては、バス

が来てほしいですし、農産物を運ぶいろい

ろな物流のトラックが行き交うということ

を考えると、架け替えをして、幅広い、よ

り使い勝手のいい橋にするというのは、町

民と言わず、あの橋を通る人は皆さん、こ

こにいらっしゃる全ての皆さんが思ってい

ることではないかと素朴に思うところで

す。 

 橋の架け替えについて、ここに道道昇格

の要望を継続していると載っておりますけ

れども、道道昇格の要望というのは、いつ

から何年間ぐらい、どういう内容を要望し

ているのか、単に道道にしてくれ、直して

くれという話なのか、もう少し深い話をお

聞かせいただけるのであればお願いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今の橋の架け替え

ということですが、私も、架け替えられる

のなら架け替えたいという思いは町長にな

る前からずっと持っております。ただ、橋

を架けるのにどれだけのお金がかかるかと

いうことを想定すると、やはり想像を絶す

る金額なのです。ですから、今言ったよう

に、皆さんが何十億円をかけてでも架け替

えるべきだということであれば、それも選

択肢かなと思っております。 

 あそこは、もともと道道から振り替えて

工事をしたということもあって、道道にし

てほしいという要望については土谷町長時

代からずっとやっています。 

 ただ、今、担当と話しているのは、ただ

道道に昇格してくださいということではも

う駄目で、答弁書に書きましたけれども、

あそこは、橋だけの問題ならいいのです

が、線形とか、その間に仮橋を造らなけれ

ばいけなかったり、それをどうするかとい

うきちんとした考えを今のところは担当で

もなかなか組み切れない状況です。 

 今までは、道にやってほしいということ

を言えばいいのでしょうけれども、現実と

して、具体的にどうしたいという考えを言

って道にお願いしないと駄目なのかなとい

うのが今の率直な気持ちです。要は、線形

や土地の状況を見たときに、単純に土地を

買えばいいということで解決にはいかない

ところもあるのかなと私なりに考えており

ます。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 町長のおっしゃる

ことはよく分かるのですが、架け替えが必

要だ、そうしないと町民またはそこを通行

する皆さんの安全安心を守れないのだとい

うことに意を強くしていただきたいと思い

ます。 

 例えば、町民の皆さんが多額のお金をか

けてもやらなければならないと思っている

とか、町長の背中を押す何かがあればいい

のかなと思うのですが、橋の架け替えは、

簡単にぽんぽんと右から左にならないのは

分かりますし、どういう夢や絵を描くのか

ということに悩まれているという話だと思

います。 

 例えば、お金のことを考えないでという

言い方は非常に非現実的な話かもしれませ

んが、方法としては、考え方でいけば、今

の橋よりも川下の美禽橋側に持っていくと

いうことはないと思うのです。 

 ですから、いろいろな橋につながる道路

の位置関係などを考えると、北見市から降

りてきて道道１２２号にぶつかると思うの

ですが、そこにぶつかる前に大きな橋梁と

いいますか、高架で車が走っていますね。

それを下りてきて道道にぶつかるのですけ

れども、そこを下ろさないで、そのまま道

道を通り越して、堤防を越えて橋をつける

と。要は、Ｓ字とか曲がる道路があるから

事故も起きるとか走りにくいという考えが

立つのであって、もっとシンプルな縦線、

横線がすっきりとした図面を描くことがで
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きないのかという思いを持っています。 

 そういう期成会とかいろいろな方法論が

あるのでしょうけれども、町の本気度をこ

れからも道や国にも突きつけていくという

態度が求められるのではないかと思うので

す。もちろん、それに対してまちはどれだ

け本気度を持っているのだといういろいろ

なやり取りがあると思うのですが、そうい

うことも美幌町としては考えているのだ、

やっていかなければならないと思っている

のだという強い思いを持つことはできない

のでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、本気度を問わ

れておりまして、本気度という言葉が適正

でないかもしれませんが、やはり何とかし

たいという思いはあるのですけれども、い

ろいろな線形を考えた場合に、例えば、今

の山を全部崩さなければいけなかったり、

橋を架け替える部分を考えると、そこにか

かるお金を想像すると、ほかにというより

も、事故をなくすとか、いろいろなことを

考えるのです。 

 例えば、何十億円もかけるのだったら、

後年度負担してそれを考えていくと、交通

量を制御できないかとか、冬場に日陰があ

って滑るのであれば山を削れないかとか、

そういうことをいろいろ考えているのです

が、これといったものがないということで

す。 

 線形からいけば、川下となると頭首工が

あって、あれを撤去してでも真っすぐにし

たほうがいいとなるのか、それから、今、

地域の農家の方はすごく面積が少ない中

で、それを潰してまで全部変えるかとか、

そういう今までの関係を考えたときに、正

直、これというものがなかなか出せない状

況です。 

 ですから、本気でというよりも、本当に

町民は望んでいるのだから思い切ったこと

をやれという形であれば、考えていかなけ

ればならないと思っています。私の任期の

中でどこまでそれを考えられるかというこ

ともあるのですが、月並みですけれども、

どのようにするかということをしっかり考

えていきたいと思っています。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 悩み事がたくさん

あるのは分かるのですが、何をどれだけ悩

んでいるのかということを我々も分からな

いと一緒に悩めないといいますか、知恵が

出せないといいますか、やはり、ハードル

が高いから、お金がかかるからということ

で終わらせてしまうと、我々もずっと事故

が多いよね、危ないよね、おじいちゃんパ

ークへ行くのはやめなさいという話が出て

しまうかもしれません。でも、おじいちゃ

ん、３０年後には橋を架け替えるからもっ

と頑張ってパークへ行きなさいというぐら

いの夢を語れるような、そんな大正橋にし

ていただきたいと強く思うわけです。 

 先ほども言いましたけれども、期成会を

つくるとか、いろいろな方法論があると思

うのです。ですから、町民の声を上げるた

めの施策も考えていかなければならないの

ですが、並行してといいますか、それが基

になっていくのだろうと思っています。 

 こんなことを考えている、あんなことは

できないか、どうなのだろうというキャッ

チボールができるものがあると、町民の愛

着のある大正橋でありますから、より大正

橋の未来を考えるということで検討を重ね

ていただきたいと思っております。 

 それでは、３番目の質問に参ります。 

 教員住宅の管理ということでいろいろと

お答えいただいておりますが、令和元年に

旭小学校の教頭住宅を改修されたというこ

とです。予算書を見た中では、今年は美幌

小学校の教頭住宅にも着手する予定と読み

解いております。 

 昔、美幌中学校を美幌高校から譲り受け

て教頭住宅が新築でどんと建っております

けれども、住宅の改修というのは教頭住宅
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しかできないものなのですか。なぜ教頭住

宅ばかりなのですか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） なぜ教頭住宅か

というのは、明確なものは持ち合わせてご

ざいませんけれども、今、内部改修をして

いる中では教頭住宅が多いのですが、現状

としましては、校務整理のために教頭の業

務が非常に多忙で、最終退勤者になること

が多いのが現状であります。そのような中

で、少しでも住環境を整えてあげたいとい

う思いで教頭住宅を中心にやっているとこ

ろでございます。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 教頭は、児童のこ

とから、学校の中のことから、ＰＴＡとか

地域のこととか、本当にいろいろな窓口を

請け負っていただいて、本当に大変なポジ

ションだなと、いつも感謝の思いで接して

おります。 

 だからこそ、住環境を整えることで、疲

れて帰ってきた家が寒くて、縮こまって、

なかなか寝つけなくて、また朝も早いとい

う困っている状況を改善する。私の勝手な

思いかもしれませんし、教頭がそう言って

いるわけではありませんけれども、残念な

がら、ここにも書いてありますが、そうい

う環境の不便さが仕事の意欲を削ぐことに

なってはいかぬ、本末転倒である。それで

あれば、校長、教頭といえども、今、皆さ

んは車を持っていますし、携帯電話を持っ

ていますし、セキュリティーで何かあった

らすぐに飛んで来られるわけです。という

ことを考えれば、仮に美幌小学校の校長、

教頭が美園団地に住むということがあった

としても、大した時間ではありません。今

の皆さんの車や携帯電話という状況を考え

たときに、果たして、管理職の住宅がそこ

になければいけないのか、ここに明文化は

していないと書いていましたけれども、縛

りつけるという言葉はもちろんよくないの

は分かりますが、もっと自由に住まいを提

供といいますか、考えてもいいのではない

か。そうすることによって、町も公共施設

の縮減を図るという計画も立てているわけ

です。 

 もちろん、中には耐震とかいろいろな改

修をして長寿命化をするものもありますけ

れども、学校の住宅であれば、そこまで求

めなければならないのかというのは、いつ

も私は疑問に思っていたので、こういう質

問をさせてもらったのです。 

 改めて、教頭の仕事のことは分かりまし

たけれども、敷地から出ては駄目ですか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 今、本町は、全

管理職、校長、教頭とも管理者住宅に入っ

ていただいていますけれども、その中の感

想といいますと、非常に住みやすいという

評価をいただいています。 

 それは、まず、非常に学校と近接してい

ますので通勤が楽だと。さらに、校長、教

頭の中では、転勤を重ねる中で、地域の

方々と密接な関係ができて非常にありがた

いというお話もいただいています。 

 教育委員会といたしましても、使えるう

ちは、適宜修繕をしながら維持していきた

いと思っております。 

 また、これは、将来にわたってというこ

とではなく、１回目にお答えいたしました

ように、管内の動向も踏まえながら、学校

の管理職住宅の在り方についても見直しを

しなくてはいけない時期に来ているのかな

という認識でありますので、御理解いただ

ければと思います。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） 使えるものは直し

て使う、それはもちろん大切なことです

し、それは理解いたします。 

 あとは、選択肢として、学校のそばにあ

って通勤も楽だしありがたいという方もい

らっしゃるでしょうし、いやいや、うちの
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家庭環境はこうだからこういうマンショ

ン、アパートに住んでみたいという人もい

るかもしれません。 

 管理職から離れますけれども、教員住宅

は結構空いているようにも伺いますし、大

半が地方から車で通っているという話も聞

いています。 

 例えば、その中で、もちろん美幌町内に

住む方がいらっしゃるのは理解するのです

が、どういう方が町が提供している教員住

宅に住んでいるか、分かるものが何かあり

ますか。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 細部の数字につ

いては持ち合わせておりませんけれども、

今現在、道費負担の教職員が約１３０人い

まして、その１３０人のうち町内居住者は

５４人という状況にあります。５４人のう

ち管理職が１０人いますので、４４人が教

職員住宅ないしは民間の住宅に住んでいる

状況にあります。 

 教職員住宅は、今、一般教員が入ってい

る住宅は美富にありますけれども、３ＬＤ

Ｋということで約２０坪あります。単身の

独身の教職員一人だと寂しいという感想も

いただいています。したがって、美富の教

職員住宅に入っている方は、世帯や家族連

れの方が多い状況にあります。 

 また、管理職住宅におきましても、当

然、人事異動の中で、美幌町に自宅を持っ

ている先生とか、先生によっては、家族構

成が多い大家族の管理職がいることもあり

ます。 

 そういった場合は、何が何でも管理職住

宅に入ってくれということは一切申してお

りませんので、その辺は柔軟に相談に応じ

ているという現況でありますので、御理解

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ９番稲垣淳一さ

ん。 

○９番（稲垣淳一君） でもね、直してこ

こに住宅があるから来てよというのは、多

分、それは明文化されなくても大体分かる

ところでありますので、別に、私は、それ

を１００％否定するものでは決してないの

ですが、また今回も何百万円もお金をかけ

て使うのであればという思いですよ。 

 やれ予算がないとか、お金がないとか、

そこに住んだら寒いとか、もしかしたらそ

ういう問題を抱えながら直して、年次ごと

にやっていくというのは分かるのですけれ

ども、そういう思いをするのだったらそう

いう考えは置いておいて、全部民間のアパ

ートを借り上げるというぐらいの感覚で取

り組まれたほうが、別に学校の先生という

ことに限らず、これは町の公営住宅、公共

施設ということを考えていけば、そういう

ものも大事な考えではないかと思っている

次第です。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） これで、９番稲垣

淳一さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は１３時１０分といたします。 

午後 ０時 ９分 休憩 

─────────────────── 

午後 １時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君）〔登壇〕 私は、通

告しております２項目について質問をいた

します。 

 その第１は、新型コロナウイルス感染症

対策についてであります。 

 １点目は、第６波対応について、まずお

伺いいたします。 

 感染拡大状況について、町長の御認識を

伺います。 

 美幌町の第６波感染者数は、本年２月１

２日時点で１６９名でございまして、第５

波の９倍をその時点で超えております。オ
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ホーツク管内の感染状況も４週連続で４０

０名を超す状況であります。 

 道のまん延防止等重点措置期間も３月６

日まで２週間延長とされ、町民の生活や健

康、広範な営業活動に深刻な打撃を与えて

いますが、現状に対する町長の御見解をま

ずお伺いいたします。 

 ２点目は、自宅療養者の健康観察状況に

ついてお伺いいたします。 

 オミクロン株の特徴として、重症者（入

院者）が少なく、自宅療養中の死者が多い

ことから、自宅療養者に対する保健所の健

康観察が間に合わないとの指摘が出ており

ます。 

 保健所の廃止、統合の結果、美幌町には

保健所がないために、自宅療養者に対する

毎日の健康観察が適正に行われているかが

心配されていますが、現状はどうなってい

るのか、お伺いいたします。 

 二つ目は、定期検査の実施についてであ

ります。 

 無症状の感染者が多い特性から、感染拡

大防止の決め手はワクチン接種と広範な検

査が基本とされていますが、政府の後手後

手の対応により、深刻な第６波を迎えてい

ます。 

 幼児や児童生徒への感染急拡大を受け、

ついに東京都は公・私立学校の教職員を対

象に週１回程度の定期的検査を開始しまし

たが、１２歳未満児のワクチン未接種問題

をはじめ、子供の感染が保護者の就労を阻

害する大きな社会問題となっている現況に

あります。 

 国や北海道に対し、東京都と同様の対応

を求めるとともに、町独自でも定期検査の

実施を図るべきではないかと考えますが、

見解をお伺いします。 

 三つ目は、１２歳未満児家庭に対する検

査キット配付についてであります。 

 １０歳代以下の子供への急速な感染の広

がりも第６波全体で指摘されておりまし

て、心配なら登園、登校前に検査すること

で集団感染を防ぐ措置の必要性が叫ばれて

います。 

 美幌町でも、１２歳未満児世帯への抗原

検査キットの配付に踏み切るべきではない

かと考えますが、見解をお伺いします。 

 四つ目、収入減少事業者支援制度の改善

についてであります。 

 コロナ禍で収入が大きく減少した事業者

を支援する美幌町の制度が、事業主が被扶

養者の場合は非該当とされ、町に何度申請

しても却下される事態にあります。 

 現状は、被扶養者でもコロナ禍で営業が

続けられるように町の事業者支援制度を改

善すべきと考えますが、見解をお伺いしま

す。 

 ２項目めは、生理の貧困への対応につい

て何点か伺います。 

 その一つは、学校女子トイレに生理用品

の配置をという問題であります。 

 昨年来、女子児童・生徒やその保護者た

ちから、生理の特性や生理の貧困、子供の

感情などから学校女子トイレに生理用品の

配置を求める声を紹介し、美幌町でも早急

の配置を求めてきましたが、教育委員会と

してこの声をどう受け止めておられるの

か、お伺いいたします。 

 また、全国的に、学校トイレに生理用品

の配置が広がっている状況をどのように評

価されていますか。見解をお伺いいたしま

す。 

 二つ目は、申出があれば保健室で支給す

るという方針についてであります。 

 児童生徒にとって、保健室で支給を申し

出ることが苦痛であるなど、ほとんど生理

用品が活用されない状況にある中で、従来

どおり保健室で支給する方針を踏襲する根

拠をお示しいただきたいと思います。 

 三つ目は、子どもの権利条約に即した対

応をということであります。 

 １９８９年に採択以来３０年を経過する

子どもの権利条約は、子どもの最善の利

益、子どもの意見尊重など四つの原則を各
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国政府に求めています。 

 美幌町教育委員会も、その立場に即し

て、学校トイレに生理用品の配置を考える

べきではないかと考えますが、見解をお伺

いいたします。 

 四つ目は、国の補助の積極活用でありま

す。 

 昨年来、国は、生理用品の積極的配布な

どで女性活躍推進交付金や新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金の活用

を呼びかけています。 

 美幌町も、コロナ禍で進む生理の貧困の

積極的解決を国の補助金活用で進めるべき

と存じますが、見解をお伺いいたします。 

 第１回目の質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 大江議員

の御質問に答弁いたします。 

 生理の貧困への対応については、教育長

から答弁させていただきます。 

 新型コロナ感染症対応について、１点目

の感染拡大状況についての御質問ですが、

道内における感染状況は依然として深刻で

あり、集中的な対策を講じていくことが必

要なことから、まん延防止等重点措置の期

間が３月６日まで延長となりました。 

 美幌町においても、第６波の感染者数は

増大しましたが、町民の皆様や各事業所に

おける感染防止対策の徹底により、減少へ

と推移している状況にあります。 

 しかしながら、オミクロン株は感染力が

非常に強いウイルスであり、依然として予

断を許さない状況に変わりがないことか

ら、町民の皆様におかれましては、引き続

き一人一人ができる感染対策の徹底につい

て、御理解と御協力をお願いいたします。 

 次に、自宅療養者の健康観察状況につい

ての御質問ですが、美幌町内の自宅療養者

については、北見保健所の職員が健康状況

を確認しております。 

 感染拡大などで自宅療養者が増大し、保

健所の職員による対応が間に合わない場合

には、オホーツク総合振興局からの要請に

より、北見市内の関係機関や近隣市町の保

健師、看護師を北見保健所へ派遣して対応

しております。 

 ２点目の定期検査の実施についての御質

問でありますが、第６波では、幼児、児童

生徒の感染の急拡大により、ワクチンの未

接種が大きな問題となっておりましたが、

本年１月２１日に５歳から１１歳用のファ

イザー社ワクチンの薬事承認がされ、自治

体に対してワクチンの配分が開始される見

込みであります。 

 美幌町では、国保病院において、本年３

月１５日からワクチンの接種が開始できる

よう準備を進めており、接種が進むことに

より感染が抑制できるとの見解が示されて

いることから、まずはワクチンの接種を進

めることとし、現在のところ、町独自によ

る定期検査の実施は考えておりませんの

で、御理解をお願いいたします。 

 ３点目の１２歳未満児家庭に対する検査

キットの配付についての御質問であります

が、昨年７月から開始している検査キット

の配付事業は、３回目のワクチン接種によ

り感染状況が安定するまでの間、町民の皆

様の不安を解消するため、必要に応じて、

年齢に関係なく希望者に配布している状況

にありますので、御理解をお願いいたしま

す。 

 ４点目の収入減少事業者支援制度の改善

についてですが、本支援金の対象者は、中

小企業基本法に定める中小企業者のうち、

個人事業所にあっては、美幌町内を拠点と

して事業を営んでおり、かつ、その事業収

入で生計を営んでいることを要件としてお

ります。 

 多くの業種の方々が新型コロナウイルス

感染症の感染拡大の影響を受けている中、

限られた財源の有効な活用に留意しつつ、

商工会議所とも十分に協議を重ね、その事

業収入で生計を営んでいる個人事業主に対

して支援する観点から本支援金を制度化し
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ておりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 大江議

員の御質問にお答えいたします。 

 生理の貧困につきましては、全国的に、

学校トイレのみならず、公共施設や各種相

談窓口などでも生理用品が提供されてお

り、その支援が広がっていることは認識し

ているところであります。 

 お尋ねの学校女子トイレに生理用品の配

置を考えるべきとのことでありますが、こ

れまでも同様の御質問があり、その取組方

法を検討する中、このたびの議員からの御

提案を踏まえまして、新年度より、試行的

に各小中学校の女子トイレに配置すること

で進めていきたいと考えております。 

 なお、配置に当たりましては、その大き

な目的が貧困対策であるため、児童生徒や

保護者への分かりやすい説明を行った上で

実施してまいります。 

 トイレへの配置は試行的に実施してまい

りますが、これまでの保健室での配布は継

続し、家庭や心身の状況も把握しながら、

悩みや心配事の相談にもつなげてまいりま

すので、御理解をお願いいたします。 

 次に、国の補助を活用した生理用品の配

布についてですが、この生理の貧困の問題

は、本来、その背景や事情を認識し、正し

い知識を身につけ、就業面や生活面を含め

て困難な女性をサポートしていくことが根

本的な解決策となると考えているところで

す。 

 しかし、その一方で、コロナ禍の中、経

済的、家庭的な事情で生理用品を手に入れ

ることが困難な方々には、解決策の一つで

もあると認識はしておりますので、国の補

助金活用による配布について、今後検討し

ていくとともに、この問題についての理解

を広げ、地域の民生児童委員の協力の下、

実態把握に努め、女性に寄り添った支援の

輪を充実させることで解決を図ってまいり

ますので、御理解くださいますようお願い

いたします。 

 以上、お答えいたしました。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 再質問をさせてい

ただきます。 

 昨日、３月３日の段階で、コロナの第６

波はまだ途中ですが、２週間ぶりに全国的

に感染者が増えてきていると。東京都、大

阪府、沖縄県などで顕著に増えてきている

ということであります。 

 また、北海道は、３月６日までのまん延

防止の期間を延長したいということで、政

府に対して要請をしたという状況にありま

して、現在、第５波と比べようもないくら

い高いレベルで高止まりしている、あるい

は、再度広がる可能性を持っているという

状況で、一段と緊張感を持って臨む必要が

あると思っております。 

 そこで、幾つかお伺いしますが、一つ

は、自宅療養者の健康観察状況については

実態がよく分かりません。改めてお伺いし

ますが、北見保健所の現状の体制ではカバ

ーできていないのだなと受け取れます。 

 かつては美幌町に保健所があったけれど

も、統合、廃止されて今はないという状況

で、北見市を中心として、看護師、保健師

たちが、北見保健所の指揮下にあって健康

観察を行っているという状況は分かります

が、その状況はいかがなのでしょうか。 

 例えば、北見保健所の体制を１とした

ら、全体として２あるいは１.５あるいは３

の体制を整えなければ、自宅療養者に対す

る健康観察ができているのはどういう状況

で、市町村などの支援が入っているのかを

聞かせていただきたいと思います。 

 というのは、美幌町民にとっても、美幌

町に道立の保健所があったのだけれども、
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なくなったために冷や冷やするという状況

にあるのだという声が幾つもあるので、一

体、なくなった影響はどの程度あるのかと

いうこともつかんでおかなければいけない

と思います。オホーツク総合振興局の要請

で、どれぐらい市町村などの支援が健康観

察に対して実施されているのか、お聞きい

たします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 自宅療養者に対す

る実態が分からないという御質問ですけれ

ども、私どもとしても、実態として、どう

いう形の療養のサポートを北見保健所がや

っているかということは具体的に把握でき

ておりません。それは、制度的なものもあ

るのでしょうけれども、そこまでは分かっ

ておりません。 

 ただ、私どもとして、今、大江議員がお

っしゃったように、自宅療養者が増えてい

る中において何か応援できることがあれば

というお話は振興局にしておりますので、

そういうことからいけば、今まで２回ほど

保健師の協力依頼があり、美幌町としても

北見保健所に行って支援をしたという実績

はあります。 

 そういう状況でございます。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 今は、渦中にある

ということなので、現場の手を止めるわけ

にはいかないと思いますが、全国的に都道

府県が行った保健所の廃止、統合問題で、

都道府県の保健行政が大変逼迫している状

況にあると、過去の政策が大きな誤りを持

っているのではないかという声がございま

す。 

 美幌町としても、今後、道の行政に対し

て物を言わなければならない状況にあるの

だろうと思いますので、その点からお聞き

いたしました。 

 次に移ります。 

 定期検査の実施について、東京都とし

て、第６波の感染状況を受けて、全ての公

的・私的な学校の教職員に対して、子供た

ちの感染を防ぐために週１回程度の間隔で

定期検査を行うため、感染の爆発を止める

ということを２月中旬にスタートしており

ます。 

 私は、当然のことだと思っています。 

 しかし、町長は、定期的な検査の実施に

ついては、踏み込んで実施するということ

は考えていないということで、北海道が実

施すると言っていないわけなので、実施す

るとすれば町が単独でということになって

いく、そういうことから御答弁されている

のかなという思いはいたしますが、どうで

すか。 

 美幌町における感染爆発を止めるために

は、本来ならば、東京都が突出してやって

いるものではないのだと思うのですよ。必

要なので、特に子供たちを取り巻く環境を

何とか予防する措置として、教職員に対し

て定期検査を実施しましょうということで

スタートを切っている、このことについ

て、私は、行政のトップとして、美幌町に

おいても本来そうあるべきだという見解

は、そうお考えであれば述べられるべきで

はないかと。 

 いや大丈夫なのだと、定期検査はやらな

くていいのだということなのでしょうか、

どちらでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 選択の部分でいけ

ば、大丈夫という感覚ではないです。だか

らといって必ずしなければいけないという

感覚でもないのです。 

 東京都の例を出していただきましたけれ

ども、北海道も含めて、町単独でそこまで

踏み込むという一つの判断をしないのは、

オホーツクと近隣の状況、それから美幌町

の今の感染状況を見極めてと。皆様に公表

できる情報というのはなかなかないのです

けれども、これは各町村がそうですが、美

幌町においては、そこで感染者が出た場合
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には、必ず首長に振興局長から性別と年

齢、何人という連絡が来ます。 

 そういう状況と、美幌は、自分が濃厚接

触者になったり熱が出たりするようなとき

に、本当に親切に、特に学校とか、それか

ら、保育所に関わる情報を皆さんが寄せて

くれます。 

 そういうことをいろいろ全部先に分析を

した中においては、そこまでの判断をしな

くてもいいかなと思っている状況です。 

 ちなみに、大江議員から、２月１２日ま

でで１６９人という話がありましたが、今

までの状況でいきますと、逆に２月６日か

ら２月２６日、これは３週間ですけれど

も、３週間の間でどれだけの方が美幌町で

感染しているかというと８０名です。 

 ですから、これは公表されていますけれ

ども、６日から１２日が３９人、１３日か

ら１９日が２６人、それから、２０日から

２６日は１５人、そういう意味では下がっ

てきていますよというお話をさせていただ

いて、それを分析した結果、１０歳未満で

かかっている方というのは、８０人のうち

５人、言うなら、３週間で５人いらっしゃ

います。 

 ですから、そういうことを分析した中で

いけば、ほとんどリンクありの方での広が

りの中でありますので、今の段階では東京

都みたく都内感染があって、どこに感染者

がいるかどうか分からないという部分の状

況とは違うかなという一つの認識の中で、

今のところはそういう判断をしておりませ

ん。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 取りあえず数字も

お示しをいただきまして、そういう御見解

だということはお伺いをいたしました。 

 ３点目もほぼ似たような状況のものです

が、私は、やはり１２歳未満児家庭に対し

て検査キットの配付は必要なのだろうと思

っています。 

 なぜならば、１２歳未満児のワクチンの

接種はこれからということで、２回接種し

てもなおくぐり抜けて感染が第６波を迎え

ているということを考えたときに、これか

ら接種をするから大丈夫だということはイ

コールではないという思いがありますし、

親や保護者にとってみれば、子供が人質に

されれば社会的な活動ができない、働けな

いという状況に陥ることで、保育園とか小

学校などでの感染の広がりを特に警戒して

いる状況です。 

 そこで、以前にも申し上げたのですが、

１２歳未満児家庭に対する検査キットの配

付については、神奈川県が行っているよと

いうことで御紹介いたしました。調べてみ

ますと、第２弾が第６波の始まりというの

ですか、１月半ばに第２弾を実施しており

まして、頻度はそう高くはないのですけれ

ども、１２歳未満の子供たちを含む世帯に

対して１人二つのキットを配布いたしまし

た。 

 これも必要があるということでやってい

るのだと思うのですが、そういう点で、私

も、いいものは見習っていいのではないか

と思いますし、心配の種を何とかなくした

いとそれぞれ親御さんも思っておられると

いうことで、再度取り上げたのですが、い

かがでしょうか。 

 必要ないのだということにはならないの

だろうなと思っているのですが、その点で

の御見解も再度お伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 検査キットが必要

ないということですけれども、そうは思っ

ておりません。皆さんの自宅に、全員に配

付するという意味では、そこまでは今は考

えておりません。 

 その理由として、今、ホームページを直

す作業をしていますけれども、必要があれ

ばお渡しできるという状況です。では、朝

起きて心配だよねといったら間に合わない

ではないかと言われてみれば、機会あるご
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とにお話しているのは、その理由は必ずあ

りますよねと。 

 例えば、前の日、たくさん人がいるとこ

ろに行ってきたりということがあれば、事

前に言っていただければお渡しすることも

できますし、今、オミクロンになってから

皆さんにお願いしているのは、早く見つけ

ることということは、朝、何らかの変化が

あったら必ず町立病院とか医療機関に行っ

てくださいとお願いしています。 

 これは、知っている方から電話をいただ

いたのですけれども、検査キットは陰性で

あった、でも気になる、ちょっと熱っぽ

い、それだったらすぐ病院へ行ってくださ

いということで、半日ぐらいたってから行

かれて、結局陽性だったと。 

 ですから、それをお渡しすることは安心

の一つの役割は果たしてくれるかもしれな

いのですけれども、まずは、何らかの変化

があったら、そこで悩むよりも医療機関と

かに相談して、きちんとした精度のいい検

査を受けていただきたいというお願いをし

ております。そういう意味からいけば、

今、個々の家庭全部に配付するというとこ

ろまでの考えは持っていないと御理解いた

だければと思います。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 子供たちが、朝、

登園、登校する前に熱がある、あるいは、

具合が悪いというときに検査できれば一番

いいに決まっていると私は思っているので

すよ。 

 そうすれば、コロナであるかどうかだけ

はその時点で検査して、コロナではないと

いうことで、それでも、登園しよう、登校

しようという判断はその次の段階だと思う

から、学校に行って、感染者の機会を広げ

た上でどうにかするということよりは、事

前のほうがいいに決まっていると私は思う

のです。 

 検査キットは、そうは言ったって手に入

らないでしょうとか、ほかの理由があるの

であれば、その理由をどうするということ

で考えるべきであって、私は、行政のトッ

プとしては、そういう姿勢であるべきでは

ないかと思うのですが、いかがですか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 先ほど述べたとお

りの考えでございます。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 正しく受け止めら

れたかどうかは分かりませんが、この部分

についてはすれ違っているなという思いは

ございます。 

 次に進みます。 

 収入減少事業者支援制度の改善につい

て、先ほど改善を求めましたが、現状でと

いうことでございます。 

 私もいろいろ調べてみたのですが、町長

に基本的なことをお伺いいたします。 

 個人事業主については、扶養家族でも事

業主になることができるのです。法人の責

任者にはなれないが、個人事業主にはなれ

るということです。その理由を調べてみた

のですが、結局、事業を開始するに当たっ

て、最初から軌道に乗るなんてことは考え

られないので、配偶者のどちらかが働いて

いる場合、その扶養を受けている家族が事

業主として、例えば、就労あるいは起業す

るという場合に、所得税法上の優遇措置を

取りましょう、社会保険の上での優遇措置

を取りましょうということで、国は何を求

めているかというと、積極的な社会参加を

配偶者に求めている。だから、税制上の優

遇措置を取る、あるいは、夫か妻かは別に

して、配偶者が加入している社会保険に加

入して、自らお金をかけないで済むような

優遇措置を取るというのが現在の国の制度

ですね。まず、基本的な認識を一致させた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今おっしゃったこ



－ 165 － 

とは理解できます。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） そこで、個人事業

主になって起業した事業主さんが、毎年、

年末に税の申告をしておりまして、これは

義務づけられているので、課税収入があれ

ば当然払っている状況です。若干の優遇措

置はあったとしても、そういう状況です。 

 そして、私も、個人事業主にいろいろ聞

きました。扶養控除の制度がある中で事業

を開始しようとしたら、国が優遇措置を取

っているので、合法的に節税ができるとい

うことで、事業主になって事業を立ち上

げ、今日に至っているということです。 

 しかし、そういう扶養家族の事業主さん

にとってみても、コロナでお客が減少とい

うのは等しく影響を与えるわけで、去年よ

りも３割減った、５割減ったという状況の

下で、経営の継続ができないと。今のとこ

ろ１０万円という町の支援金がございます

ので、１回限り１０万円の申請ができると

いうことで申請したら、なぜかあなたは対

象から外れると、理由は何かと聞くと、扶

養を受けているからですということです。 

 そこで、私も、管内の状況をお聞きしま

したら、暴力団に関わっているかどうかと

いうのは適格要件から貸出しできません

と。これは誰もが認めるところですが、扶

養を受けているかどうかという項目につい

ては、北見市、網走市、紋別市の３市につ

いては要綱そのものがないのです。なぜ扶

養家族の事業主だったら駄目なのですか。

私は、町の姿勢としていかがなものかと。 

 今、国を挙げて仕事をする、働く人を増

やそうと、あるいは、まちのにぎわいをつ

くるために積極的に能力を活用して起業し

ていこうと、国も支援しますよと、過去か

らつながっている所得税、あるいは、社会

保険上の恩恵が示すように、支援している

のです、国は。 

 しかし、支援を受けている、扶養家族に

なっているということを理由として門前払

いをすると、事業は経営が大変なのだと、

コロナの中でやっていけないということで

申請したら、扶養家族に対してはこの支援

金は対象としないというのは、美幌町の姿

勢として大変問題があると思うのですが、

いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 美幌町の姿勢に問

題があるというよりも、国とか道が、制度

的にできている中において、あえて町がそ

れに上乗せしてやるかやらないかという判

断において、先ほど、優遇はちゃんと合法

的にとか、いろいろ理詰めでは言われるの

ですけれども、やはり、同じ生計を営む、

主たる生計というのは、事業主としてのコ

ロナの影響の度合いが違うというのが一つ

です。 

 それから、どういう形であろうが、扶養

という形の中でされている事業主の方々の

損失というか、それを同じく見ることがど

うなのかということの中で、繰り返します

けれども、答弁に書かせていただいたとお

り、今回のこの制度においては、きちんと

生計をなしている人たちに対して、美幌町

はそういう方に対して応援をしようという

一つの制度設計をしたということです。そ

のことが町の姿勢としておかしいと言われ

ると、私は承服できないというか、そうい

う考えではないということを理解していた

だきたいと思います。 

 これは、どこで線を引くかという考え方

だと思っております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 私は、事業復活支

援金という国の支援金の事務局に照会をい

たしました。個人事業主で扶養を受けてい

る者がやっている場合に申請を受け付ける

のか受け付けないのかと。そうしたら、答

えは、そもそも扶養を受けているか否か

は、申請の段階では何にも規制はしており
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ませんと。 

 同じように、コロナで影響を受けて、例

えば、開業してよちよち歩きでどうなるか

なと、そして、夫が公務員よりも何より

も、もっともっと低い収入で賃金を得てい

る。例えば、季節労働者だとか、そういう

状況で家計を何とかしなければならないな

ということで起業したら、夫の扶養を受け

ているから、あなたがコロナでいかに影響

を受けていても、まちとしては支援する気

はありませんと。そうすると、私も話の中

で聞こえてくるのですけれども、もしそれ

が町の姿勢であるとしたら、事業者の実態

は知らないと、机の上で誰かが制度をつく

ったのではないのかと、ものすごく冷たい

のではないですかと、こういう声がござい

ます。 

 そして、国や社会全体が、もし余力があ

ったら働いてちょうだいと、あるいは、起

業、仕事を起こしてやってちょうだいと、

みんなが応援するよというときに、一番打

撃を受けているコロナによる収入減少を理

由として申請したら、入り口であなたは対

象から外れますと。 

 聞きますけれども、国や道などの制度の

中で門前払い制度があったらお示しいただ

きたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 副町長。 

○副町長（髙﨑利明君） ただいま、国、

道の制度でということでございますけれど

も、国、道の制度につきましては、事業主

に支給する制度となっておりますので、そ

の分については対象となっていると認識し

ておりますが、先ほど町長がお話ししまし

たように、町の制度としての考え方は、全

ての事業者ということでなくて、やはり、

限られた財源の中で家庭の生活に影響を与

えるということを踏まえて、生計を営んで

いる方をまず支援するということで制度設

計しております。 

 ですから、一応、扶養に該当していると

いうことは世帯主の収入で生活ができてい

るという部分を考慮して、全ての事業主を

救うという制度設計にはなっていないと御

理解をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 時間がたくさんあ

るわけではないのですが、私は、配偶者の

どちらかが十分に生計が成り立つような収

入を得ているとは思っていません。安定的

な収入があって、余力で事業を起こしてい

る、農業をやる、食堂をやるなども含め

て、小さなお金で取りあえず家計を助ける

ことができるかもしれないということで始

めた人たちに対して、国は、所得税あるい

は社会保険の上での優遇措置を取ってい

る、ありがたいということで踏み出しまし

た。そのさなかに、片方の主な働き手がコ

ロナで影響があると、一生懸命なお一層頑

張りたいなと思っていて事業を継続しよう

としている方もたくさんいらっしゃるので

す。 

 だから、私は、せめてこの条項は撤廃す

べきだと思います。 

 一つ、二つの町村に確認しましたが、暴

力団の条項はあるけれども、扶養の問題で

はねられるということは私の町ではやって

いないということです。 

 美幌町と同じような条件のところについ

て、今のところは該当していないと思って

います。 

 そこで、もう一つ、この制度は条例では

ないですね。要綱で実施されているので、

議会が関与し切れないのです。行政が独自

の判断でこの制度をつくっているのです。 

 だから、町長が必要だなと認めればこの

内容の改善はできると、議会を開いて、い

かがですかと議決させる要綱ではないと思

いますので、最後にいたしますが、どうで

すか。 

 十分考える余地が私はあると思います。

そうでなければ、このまちは、仕事をしよ

うという方たちに対して門前払いに等しい
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扱いを受けたとこれからも言い続けられる

と思うのです。これは、町の名誉にも関わ

ることなので、御検討いただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今回、この制度を

つくるためには、先ほどの町独自でという

部分の中でいけば、勝手に私どもがこうし

ようといってやっているわけではありませ

ん。やはり、会議所なり、そこに関わる人

たちと協議して制度設計をしているつもり

であります。 

 ですから、私どもとしては、先ほど大江

議員から、部分的にいけば、美幌町はこれ

から仕事をしようとするような人を全て潰

すかというか、そういう部分部分を取って

町長どうなのだと判断を求められましたけ

れども、今の段階では、この要綱のとおり

進めさせていただきたいと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 申し上げますが、

確かに１万９,０００人のまちで言えば部分

です。しかし、部分と言われた本人にとっ

ては１００％なのです。そのことだけ申し

上げて、次に進みます。 

 生理の貧困で、学校女子トイレに生理用

品の配置をということで、第１回の御答弁

では試行的にやるということでした。多

分、この中身でいえば、各小中学校の女子

トイレに配置するということで試行的に行

っていきたいということです。全ての学校

で、例えば、一定の期間ということになる

のですか、実施のやり方についてだけお聞

かせください。 

○議長（大原 昇君） 教育部長。 

○教育部長（遠藤 明君） 御答弁申し上

げます。 

 答弁書にも書かせていただきましたよう

に、試行的にやりますけれども、期間は定

めておりません。少なくとも半年は試行し

てみまして、その状況を確認して、そこで

判断をしていきたいなという考えでござい

ます。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 半年あれば傾向は

出ると思います。 

 あえて子どもの権利条約について触れま

したけれども、子供たちのことは子供たち

の立場に立って行政などもやってほしいと

いうことで、できれば、判断に迷う場合は

子供たちの意見そのものを聞くなどの措置

を取っていただければと思います。 

 また、保健室で配布するというのは、駄

目だと言っているわけではないのです。必

要な措置としてそれは残して、一定の子供

の置かれた状況を学校として把握するとい

うことは必要なことだと思いますので、そ

のことは申し上げたいと思います。 

 それから、地域女性活躍推進交付金など

で、これは、国から積極的に例を出して、

生理の貧困などへの対応を市町村などとタ

ッグを組んで進めていきたいと、積極的に

活用してくれということですが、美幌町で

実施するためには、例えば、ＮＰＯなどの

受皿が現状である、あるいは、現状ではな

い、どういう状況にあるのかを教えていた

だきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 社会福祉課長。 

○社会福祉課長（片平英樹君） ほかの先

進事例では、女性参画協議会とかＮＰＯ法

人があるのですけれども、美幌町には特に

ないです。今考えられているのは、社会福

祉協議会が委託を受けて実施しているとこ

ろもありますので、方法としてはそういう

ものがあると思っております。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） そうしますと、社

協も含めて受皿はあるということで、美幌

町としては積極的に補助金を活用してやる

ということですね。女性活躍推進交付金プ
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ラス地方創生臨時交付金を合わせて、美幌

町としては、例えば、女性の貧困、生理の

貧困などで学校とペアを組むか。あるい

は、答弁でもありますが、私は、生理の貧

困全体の中で、公共的なトイレとか公共的

な場所を含めて、可能な限り生理の貧困に

対応していくべきだと申し上げているので

すけれども、そういう点で、視野を広げ

て、町として積極的に生理の貧困に対応し

ていくという体勢は取りあえずあるのだと

受け止めてよろしいですか。 

○議長（大原 昇君） 福祉部長。 

○福祉部長（河端 勲君） 議員がおっし

ゃるとおり、そういう体制を整えて進めて

いきたいと考えておりますけれども、今回

の補助金、特別臨時交付金全てをそれに充

当してということではなく、必要に応じて

応分の形で、どれだけ必要なものかを調査

した上で、今後、実施していきたいと思っ

ていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ３番大江道男さ

ん。 

○３番（大江道男君） 積極的に取り組ん

でいただける方向で御答弁をいただきまし

たので、以上で私の質問は終わりといたし

ます。 

○議長（大原 昇君） これで、３番大江

道男さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は、１４時２０分といたします。 

午後 ２時 ９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時２０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ７番坂田美栄子さん。 

○７番（坂田美栄子君）〔登壇〕 私は、

２点について質問させていただきます。 

 まず最初は、小・中学生の体力低下対策

について質問させていただきます。 

 スポーツ庁は、昨年１２月２４日、令和

３年度の全国体力・運動能力調査の結果を

発表しました。令和元年度に比べ、体力は

小・中学生の男女ともに低下し、肥満割合

が増加していました。コロナ禍による行動

制限で運動時間が減少したことや、テレ

ビ、スマートフォンの視聴時間が延びたこ

とが影響していることと思われますが、長

引くコロナ禍により、子供たちの体力低下

がさらに進むことは憂慮すべき事態と言え

ます。 

 本町の子供たちの現状について、どのよ

うに認識され、今後の具体的な取組につい

ての考え方をお示し願います。 

 二つ目は、住宅政策で、公営住宅の維持

管理についてです。 

 本町の公営住宅には、町営住宅、借上げ

公営住宅、道営住宅があり、住宅セーフテ

ィネットの機能を保持するために適切な維

持管理がされていることについては理解を

しているところです。 

 住みやすく、人が集まる基盤をつくるま

ちづくりには、住宅事情や公営住宅の空き

室状況など、情報をホームページに掲載す

べきと考えています。 

 また、公営住宅に空き室があっても、２

か月に一度の入居者選考委員会では、入居

までには時間がかかり、例えば、美幌町に

住みたいと思っていても、希望がかなわず

他町村に移住されるケースもあります。 

 条例遵守、公平性の確保は必要ですが、

現に住宅確保に困っている人たちのために

柔軟な運用も必要と考えますが、町長の考

え方をお示しください。 

 以上の２点、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 坂田議員

の御質問に答弁いたします。 

 教育行政については、教育長から答弁さ

せていただきます。 

 住宅政策について。 



－ 169 － 

 公営住宅の維持管理についてですが、本

町の公営住宅は、町営住宅７３６戸、借上

げ公営住宅５９戸、道営住宅８４戸の合計

８７９戸を管理しており、令和４年２月９

日現在で７０２戸が入居している状況であ

ります。 

 入居以外の１７７戸の空き住宅は、主に

立地場所により利便性が低く感じられるこ

とから入居希望が少ない住宅、３階、４階

でエレベーターがないため入居希望がない

住宅、廃止を予定しており募集を停止して

いる住宅であります。 

 御質問の公営住宅の空き室状況につきま

しては、窓口において公表しており、入居

相談や申込み時に周知しているところであ

りますが、ホームページへの掲載について

も実施してまいります。 

 公営住宅の入居者選考については、空き

住宅の清掃及び修繕に一定の期間を必要と

しており、申込者が希望する団地や階数に

入居可能な住宅が確保できた段階で、おお

むね２か月に１回開催している状況であり

ます。しかし、火災や地震など自然災害に

より住宅を滅失した場合は、美幌町営住宅

管理条例第５条の規定に基づき、公募を行

わずに随時入居の判断をしておりますの

で、御理解をお願いいたします。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君）〔登壇〕 坂田議

員の御質問にお答えいたします。 

 令和３年度の全国体力・運動能力調査で

ありますが、偏差値と呼ばれる全国平均を

５０点として比較するＴ得点では、小学校

５年男子では４８.８点、女子では５０点、

中学校２年生男子では４８.３点、女子では

４７.５点であり、美幌町と全国を比較しま

すと、体力的に大きな差は認められない結

果となっております。 

 このことは、各学校において、マラソン

記録会前の持久走や、どさん子元気アップ

チャレンジによる縄跳びなど、体育の授業

以外で体力・運動能力向上に係る取組を実

施したことにより、運動の機会が増え、体

力、運動能力の低下が抑えられたものと考

えております。 

 今後の具体的な取組でありますが、この

調査の分析から体力向上プランを作成し、

体育の授業や朝学習時間、休み時間におけ

る運動量の確保や、家庭と連携した生活習

慣の改善を図るとともに、部活動、少年団

活動を奨励してまいります。 

 体力は、人間の発達、成長を支える基本

的な要素であり、全ての活動の源であるこ

と、また、健康維持や意欲、気力の充実に

欠かせない重要なものでありますので、児

童生徒がたくましく生き抜いていくために

も体力の向上に努めてまいります。 

 以上、お答えいたしました。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 答弁いただきま

したので、まず最初は、小中学生の体力低

下の対策についてから再質問させていただ

きます。 

 今、教育長から答弁いただきましたけれ

ども、全国的には、やはり低下が免れない

状況にあります。 

 子供たちの本来の姿は、特別な運動に取

り組まなくても、自由な発想で、遊びを中

心とした中で運動能力が出来上がっていっ

たものですが、現代は、子供たちを取り巻

く環境が変わりつつあります。そういう状

況が体力低下につながっている要因の一つ

かなと考えているところです。 

 特に、近年のコロナの発生によって、社

会全体が今までに想像できなかったことが

起きている現状もありますし、特に、令和

２年、３年とコロナ感染拡大防止のために

まち全体として様々なイベント、公共施設

の利用削減、活動の自粛の中で、子供たち

の活動・運動時間の減少が続いていたと考
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えられます。 

 先ほど、美幌町としては、全国から比べ

ると差がないという話がありましたけれど

も、比較された時期がいつ頃かによって、

かなり偏差値も変わってくるのではないか

と思っているところです。 

 全国的な調査の結果ですが、令和元年度

全国体力・運動能力、運動習慣等調査結果

などと比較してみますと、特に、小学生の

男子の体力合計点が下がっている状況が浮

き彫りになってきたという調査結果が発表

されております。 

 特に、現代の子供たちは、食生活の改善

によって発育がよくなっている一方、体

力、運動能力の視点から見ると、筋力や反

射神経が低下しているとも言われていま

す。 

 子供たちの体力を低下させている背景の

一つ目には、暮らしや生活環境が便利にな

ったことによって運動する機会が減ってい

るという状況があります。二つ目には、ス

ポーツや外で遊ぶために必要な時間や仲

間、遊べる場所が少なくなったとも言われ

ています。三つ目としては、学校や地域に

適切な運動をさせてもらえる指導者がいな

いということも、原因の一つとして考えら

れています。四つ目は、運動を楽しいと思

わせる工夫や指導する人の経験不足とも言

われています。五つ目には、偏った食事や

睡眠で生活環境に乱れがある。このような

理由から子供たちの体力の低下を招いてい

るのではないかと考えられています。 

 次の時代を担う子供たちを成長させるた

めには、家族や学校、それから、自治体な

どの社会全体で見詰め直す必要があると思

いますが、これからの子供たちの体力、運

動能力について、今後の取組として具体的

なものがあればお示しいただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） ただいまのお尋

ねでございますが、まず一つ目のこれまで

のデータの比較ということですけれども、

令和２年度におきましては、コロナ禍とい

うことで、全国的に実施できる学校のみの

調査でしたので、本町において比較できる

データがない状況でございます。 

 また、議員からありました令和元年度の

データにおいて今年と同じようなＴ得点デ

ータベースでの比較となりますと、小学校

５年生の男子では４８.３点、女子で４９.

４点、中学校２年生の男子では５２.６点、

女子で４５.７点ということで、中学校２年

生の男子以外、全国を下回っている状況で

ございますが、全国ベースと比べてそれほ

ど大きな差はないと思っております。 

 また、コロナ禍の影響の関係でございま

すが、令和２年度におきましては、緊急事

態宣言も出たとか、そういったこともあっ

て、公共施設を閉鎖せざるを得なかった、

部活動も自粛せざるを得なかったというこ

とでございますが、令和３年は、感染予防

と行政サービスを両立させていくという町

の考え方に沿って、各公共施設も開館し、

部活動も継続させてもらいましたので、そ

の辺の運動量は確保されていると思ってお

ります。 

 また、全国で指導者が不足しているとい

うお話もありましたけれども、本町は、お

かげさまで、各少年団、部活動の指導者の

皆さんに、本当に一生懸命日頃の研さんを

はじめ取り組んでいただいておりますの

で、そういった面では運動を確保すること

ができたと思っております。また、指導者

に対しては、今後も積極的に支援していき

たいと思っております。 

 最後に、家庭との連携でございますけれ

ども、よく言われている早寝早起き朝御

飯、これに尽きるのかなと思っておりま

す。 

 また、どうしても学校での運動だけでは

足りない部分もありますので、家庭との連

携とか協力は本当に非常に重要になってお

ります。 
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 各家庭には、各学校から生活リズムチェ

ックシートを配付してございます。これら

を配付して、家庭でも休みの時間になるべ

く外で運動しようとか、体育施設に行って

みようとか、体を動かすことで生活リズム

を整えるようお願いしているところでござ

います。 

 答弁が漏れているかもしれませんけれど

も、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 今、教育長から

答弁をいただいたとおりだと思っています

が、先日、美幌新聞に少年団の体力測定の

結果が出ていましたし、それと、先ほどの

教育長の答弁、部活動、少年団を奨励しま

すということは、少年スポーツをやる子供

たちにとっては非常にありがたい話と、親

についても、子供たちがそちらに目を向け

てくれるという意味では非常にいいことだ

と思っています。 

 大いに奨励したいところなのですが、た

だ、子供たち全般を見ると、スポーツに対

する関心を持てる子供たちと、苦手な子供

たちもかなり多いのではないかという思い

がありまして、そういう子供たちを対象に

して今後も取り組んでいく必要があるので

はないかという思いがあり、今回、質問を

させていただきました。 

 全体的には、運動能力の平均値というの

は、スポーツ少年団をやる子供たちを中心

に平均が上がっているのではないかと受け

止められますので、やはり、運動、スポー

ツに関心を持たない子供たちにもターゲッ

トを向けてやる必要があるのではないかと

思います。 

 それと、ただ単に運動をさせるというこ

とではなくて、体を動かすことによって、

スポーツをやることによって、楽しいとい

う雰囲気をつくってやることが子供たちに

とっては一番いいことではないかと思いま

す。 

 先ほどのマラソン大会の前に、ある程

度、子供たちは練習するわけですよね。そ

ういう練習をした後に、例えば、シールを

貼ってやるとか、自分で取り組んだ達成感

を感じさせられるようなものを準備してや

ることも必要なことではないかと思ってい

ます。そういうところは学級、学年、学校

ごとに対応して、取り組む必要があるので

はないかと思っております。 

 それが一つです。 

 これは、家庭とか、学校もそうですけれ

ども、一つになった取組になっていかない

と、子供たちはそのときだけという感じに

なります。家庭の中において一番必要なこ

とというのは、家族と連携して、先ほど言

っていた早寝早起き朝御飯が基本かと思い

ますので、そういうところを心がける。食

事に関しては、炭水化物などに偏らない、

バランスよく取り込めるような配慮、健康

的な体をつくり上げるということが大事か

と思っております。そういうことも家庭と

ともに取り組んでいける状況をつくる、情

報を提供してあげることも大事かと思いま

すので、その点について、もし答弁してい

ただけるものがありましたらお願いしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 議員がおっしゃ

るように、運動習慣によって身につく持久

力、集中力は生涯必要な力だと思っており

ますので、ここは積極的に取り組んでいき

たいと思っています。 

 その一例としまして、小学校でいいます

と、午前中に２０分休み、給食後にお昼休

みとありますけれども、本町の小学校は三

つともほぼ担任の先生が休み時間に職員室

にいることがないという状況もお聞きして

います。 

 何をしているかといいますと、例えば、

体育館で子供たちと遊んでいたり、外で前

庭で遊んでいたり、子供たちに体力をつけ

てもらうための様々な仕掛けとか取組に努
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めている状況でございます。 

 また、このテストの結果、テスト項目か

ら浮かび上がってきているところでござい

ますけれども、自己肯定感が高いほど運動

能力が高いという調査結果も出ておりま

す。 

 子供たちの自己肯定感、自己有用感を伸

ばしていくことは非常に大切なことであり

ますので、運動と絡めた中でその力を伸ば

していきたいと思っております。 

 次の質問の食生活の関係でありますが、

教育委員会では、学校と連携して食育にも

取り組んでいるところでございます。何と

いっても食育、１日の朝御飯と夕御飯は家

庭で取る部分でございますので、家庭に対

しても、給食だよりとか様々な方法で、栄

養バランスが体をつくっていく上でどのよ

うな影響を及ぼすかということについても

丁寧に伝えていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 教育長に今答弁

していただいたとおり、私も、学校の周り

を時々車で通りますが、子供たちが外で遊

んでいる様子、それから、冬も長靴を履い

て外で遊んでいる姿を見かけますので、例

えば、全国的ということになると、本州あ

たりの環境とはかなり違っているのだろう

とは思っています。 

 ただ、平均して、今、外遊びをするより

も家の中でスマホやゲームに向かう子供た

ちも増えている現実もあります。そういう

子供たちが体を動かして外遊びするとか、

運動できる状況というのは、気がついた人

たちがきちんと取り組めるようにしていく

必要があるのではないかと思います。 

 これ以上、あれをしろ、これをしろと言

うことではありませんけれども、子供たち

が本来の活動できる環境に戻してやるとい

うことが一番大事だと思います。 

 やはり、社会全体で取り組んでいかない

と、こういうものは家庭だけとか、学校だ

けということではないような気がします。 

 現代の子供たちの体力低下に歯止めがか

かるためには、社会全体で取り組んでいく

ことが一番大きなことだと思っています

し、例えば、今、コロナで何もできません

が、地域のいろいろなイベントに子供たち

が積極的に参加できる、そういうことも考

えていく必要があると思います。 

 そういうイベントだと、バラエティーに

富んだ運動機会が確保されるのではないか

と思いますので、こういうことも子供たち

に提供する、いろいろなイベントができる

ところがあれば、そういう情報も提供し

て、参加できるという環境をつくっていく

ことが大事ではないかと思います。学校に

お任せするというだけでなく、社会全体で

未来に向かって羽ばたいていく子供たちの

体力をしっかりつけさせることだと思いま

す。 

 体力がつくことによって、能力も、それ

から、自発的に子供たちが取り組む姿勢も

育まれてくるのだろうと思うのです。それ

が一番の基本かなと思いますので、これか

らもしっかりとした取組をしていくよう心

がけていただく努力はしていただきたいと

思います。 

 何か答弁があればお願いします。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（矢萩 浩君） 学校だけでなく

てというお話でございました。 

 今、美幌町では、スポーツクラブＢｅｅ

ｔというものがございます。スポーツ振興

で所管しておりますけれども、こちらで

様々な事業をやっております。少年団に加

入していない子供たちも参加できる仕組み

となっております。 

 そういった事業は様々な形でＰＲしてい

るところでございますが、なかなか参加で

きていない子供さんがいるのも実態でござ

います。少しでも参加できやすいように、

さらに情報が家庭に行き届くようにという
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ことは、十分意を用いて取り組んでいきた

いと思っておりますので、よろしくお願い

します。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 次に、公営住宅

の維持管理について質問させていただきま

す。 

 公営住宅につきましては、１９８１年か

ら８５年の間に建設された団地がかなり多

いと思います。築４０年前後ということで

経過はしており、修繕や改善で効果的な維

持管理は実施されていると思っています

が、それにしても、空き住宅が非常に多い

状況であるのが現実かと思います。 

 先ほどの答弁では、用途廃止住宅もあり

ますが、例えば、入居可能の住宅はきちん

と情報提供すべきではないかと考えており

ます。 

 美幌のホームページに団地の紹介はあり

ますけれども、例えば、空き住宅がどこに

何戸あるか、そういう分かりやすいものは

ホームページに載っておりません。希望さ

れる方というのは、どこの場所に空き住宅

があるかということが気になる点でありま

す。そういうところでは、きちんとホーム

ページにも載せる必要があるのではない

か、そういう思いから今回質問させていた

だきました。 

 もう一点、入居者の選考についてです

が、空き住宅を清掃、修繕するのにも一定

の時間がかかるということですけれども、

そこの公営住宅に入居したいという人は、

すぐにでも入居したいということがあっ

て、２か月に１回の選考委員会での結果を

待つ、それも当たるか当たらないか分から

ない結果を待つというのは、入居を希望す

る人にとっては非常に不安な状況で、いつ

入居できるかというのが一番の悩みだとい

う話を何人かから聞かされております。た

だ、入りたくない住居もあるようなのです

が、それはそれとして、取りあえず２か月

に１回の選考委員会ではそれを改善するこ

とができないのかということをまず伺いた

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、まず、ホームページ

による情報提供につきましては、早速、分

かりやすいように公表するよう対応してま

いりたいと考えております。 

 また、選考委員会に関してでございます

けれども、現在、２か月に１回の選考委員

会をしているということで、１７７戸の空

き住戸という答弁をさせていただいており

ますけれども、既に老朽化で募集を停止し

ている住宅もあります。 

 また、どこでもいいので入りたいという

方であれば、空き住宅は確かにございます

ので、マッチングができると思うのですけ

れども、実態を申し上げますと、申込みの

方のほとんどが、比較的新しく、エレベー

ターもついた利便性も高い旭の公営住宅を

希望される方が圧倒的に多いとか、場所に

よっては郊外であるので、そういうところ

を希望されないとか、そういう方がほとん

どでございます。 

 ですから、仮に入居者選考委員会を毎月

やったとしても、実際の希望に合う住宅が

なかなか出てこないということから、２か

月に１回の対応とさせていただいていると

ころでございます。 

 今後、どこでもいいので入りたいという

方が多く申し込まれたときには、２か月に

１回ということにこだわらずに入居できる

ようなことを考えてまいりたいと思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 選考委員会につ

きましては、２か月に１回でなくて、入居

希望者があれば選考委員会を開けるという

状況もあると思いますけれども、先ほどの

答弁にあったように、例えば、旭団地とか
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借上げ公住の新しいところ、病院に近い、

商店街に近い、大型スーパーに近いところ

を希望される方はたくさんいると思うので

す。 

 空き待ちも分からないわけではないので

す。ただ、どこでもいいから入りたいと言

いながらも、２か月に１回の選考しかない

と２か月待ってくださいとこの間にお断り

されましたという話が来たものですから、

そういうものであればすぐに対応すべきか

と思います。 

 いろいろと話を聞きましたら、取りあえ

ず選考委員会が２か月後なので、どこか空

いている住宅、民間の住宅に入っていてく

ださいと言われると、仕事を辞めてしまっ

たら契約はできないという話をしてもなか

なか認めてもらえなかったという意味で、

取りあえず住みたいという話をしていたの

で、そういうことであれば、選考委員会を

待たずに、取りあえずこういうところが空

いている状況をきちんと説明した上で、入

居できることを考えて対応することが一つ

です。 

 それから、空いている住宅、住居を全く

改修しないでそのまま放置されているの

か、使える状況をつくっていないのではな

いかというのが気になるところともう一

つ、空いているところを見に行った場合

に、カビ臭くてとても入れないという話も

いただいております。 

 そういうところで、維持管理はどういう

ことができているのか、そういうことはき

ちんとした対策が取られていないのではな

いかという思いがありましたので、今回質

問をさせていただいたのですけれども、そ

の状況について説明していただきたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、先ほどの答弁と重な

りますけれども、ちなみに、直近だと２月

にも選考委員会をしてございますけれど

も、大体３２件の申込みがございます。そ

のうちの半数以上が旭の単身者向けの公営

住宅に入居希望ということでございまし

て、当然、空きがありませんでしたので、

今回も入居には至っていないという方がほ

とんどでございます。 

 そのほかにつきましても、例えば、美富

とか南団地は空いているところがあるので

すが、高層階の３階、４階が空いていまし

て、そういうところはエレベーターがつい

ていないので、高齢者には負担が多いた

め、希望されないという方がほとんどでご

ざいまして、そういった実態がございま

す。 

 ですから、修繕の関係ですけれども、希

望されない住宅については、すぐに修繕を

して、いつでも入れるような状況には実際

になってございません。といいますのも、

修繕しても、その後、１年も２年も３年も

入らないと、また実際に入るときには修繕

が出てくるという実態が出てまいります。

もし入居希望があるようなときにはすぐに

修繕をかけて対応できる状況にしてござい

ますので、その辺を御理解いただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 高齢者の希望者

の３階、４階というのは非常にきついかな

と理解しないわけではありませんが、公営

住宅は何十室も空いているわけです。だか

ら、空いているところをいかに利用しても

らうかということも考える必要があると思

います。 

 もう一つ、今、持家で住んでいらっしゃ

る方も、自分の家の周りの草取り、除雪が

できなくなってきているという状況を考え

て、自分の住宅を売って公営住宅に入りた

いという人たちも最近は話として聞いてい

ます。 

 そういう人たちも入居できるというのは

条例などで難しいのかもしれませんが、そ
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ういうことも今後考えていく必要があるの

ではないかと思います。その点については

いかがですか。 

○議長（大原 昇君） 建設課長。 

○建設課長（御田順司君） 空き部屋がた

くさんあるので有効利用をということです

が、先ほどから答弁させていただいており

ますけれども、空き部屋については、様々

な条件があろうかと思います。修繕費をか

けて入居がないということになりますと、

無駄な費用になることがありますので、入

居希望に応じて対応して準備をしたいと考

えているところであります。 

 また、持家についての御質問もありまし

たが、現在、所有しているということであ

れば、入居資格としては対象外ということ

になりますけれども、売買をしましたと

か、売買予定があって、こういう予定にな

っていますということが明らかになれば、

入居資格の一つとして選考可能であります

ので、御理解をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） 大体のことは理

解いたしました。 

 ただ、空き部屋を再利用するという点

で、昨日も今日も移住・定住の議論がされ

ておりますが、そういう人たちが入居する

のには、条例とかいろいろなものを改正し

なければいけないとは思うのですけれど

も、空いているものを利用するという意味

で、一時的に入ってもらうことも可能では

ないかと思います。そういうことを考える

余地は全然ないということなのか、そこら

辺も説明していただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 建設部長。 

○建設部長（那須清二君） ただいまの御

質問でございますが、公営住宅につきまし

ては、入居資格によりまして決まってござ

いますので、例えば、それを一般的な移住

などに使うとなると、目的外使用となって

しまいまして、現在はそこまでの対応は考

えてございません。あくまでも公営住宅の

趣旨にのっとった、住宅に困窮した方のた

めの住宅ということで整理をしてございま

すので、御理解をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ７番坂田美栄子さ

ん。 

○７番（坂田美栄子君） それは十分理解

しているつもりです。ただ、何十戸も空け

ておくということは、収入にもつながらな

いし、そのまま放置しておくのであれば建

物が朽ち果てていくということも考えられ

ます。例えば、条例を改正してでも、一時

的にでも、定住してくれる人たちを入居さ

せることも考えられるのではないかという

思いがあったのですが、町長、いかがでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 住宅問題という

か、公営住宅のもともとの役割は、やはり

住宅困窮者ということが原則だと思いま

す。 

 最初の答弁で戸数の話をさせていただい

たときに、これも情報の提供不足といいま

すか、坂田議員に対しても、単純に１７７

戸も空いていると見るのか、その中身につ

いて、こういう状態になっていて、そのう

ちこうだから、実質、こういう状況で、１

０年とか１５年使えるものはどうだという

ことを私どもが皆さんにきちんとお伝えし

なければならないと感じていました。 

 今後は、今、私が言ったことの整理をし

て、実質、この住宅はしっかり使っていた

だくということを示す必要があると思って

います。ただ、その中で、どうしても人気

がないところをどうするかということがあ

ります。そのときに、今おっしゃったよう

に、本来の公営住宅法に基づいてつくって

いるものでありますから、それをあえて目

的外使用でいくのか、当時、かかったお金

を戻してまででもほかのものに使ってもら

うかということを考えていくことかなと思

っています。 
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 いずれにしても、住宅がなくて困ってい

る方にはきちんと住宅を、それは公営住宅

だけでなくて民間の住宅も含めて、きちん

と住んでいただけるところを確保する努力

をまず基本的にしなければいけないと思い

ますし、町としても公営住宅の空き家のこ

とも一つ頭に入れながら考えていく必要が

あると思っております。 

○議長（大原 昇君） これで、７番坂田

美栄子さんの一般質問を終わります。 

 暫時休憩をします。 

 再開は、１５時１０分といたします。 

午後 ３時 ２分 休憩 

─────────────────── 

午後 ３時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 一般質問を行います。 

 通告順により発言を許します。 

 ４番髙橋秀明さん。 

○４番（髙橋秀明君）〔登壇〕 最後の出

番ということで、よろしくお願いいたしま

す。 

 さきに通告しておりました３点、まず、

町道第７７０号道路の改良について。 

 大正橋の架け替え並びに町道第７７０号

道路改良についてです。 

 国道２４０号線と２４３号線の交差点の

大通北１丁目から大正橋を過ぎて丁字路の

交差点までの町道７７０号道路は、北見市

から、または北見市への通勤者や仕事等で

交通量が近年は非常に増加しております。

特に早朝や夕方は交通量が多く、日中も大

型トラック等も多い状況にあり、旧前田商

店前の信号機で車が何台も並ぶことが多く

見られる状態になっております。 

 このような中で、市街地側の大正橋手前

付近の道路は、道路がカーブになってお

り、特に、冬は日陰になり、アイスバーン

で大変危険な状態にあります。 

 また、大正橋は、幅員が狭く危険な状態

であり、大正橋付近では交通事故が多い状

況にあります。 

 このようなことから、大正橋の架け替え

並びに町道７７０号道路の改良について、

これまでの取組状況と今後の対応について

伺います。 

 ２番目として、役場窓口機能の充実強化

について。 

 役場窓口のワンストップサービスの導入

について伺います。 

 令和４年度の町政執行方針において、令

和３年５月に供用を開始した役場新庁舎に

ついて、庁舎の分散化を解消し、窓口機能

の充実と効率的な執務環境が整い、行政課

題の解決と行政サービスの向上に向け、町

民の皆様に寄り添い、信頼される取組を推

進できるよう職員一丸となって努力を重ね

てまいりますとあります。 

 このことは、これまで長年の間、経済部

などの職場が別の建物にあったため、多く

の町民の皆さんが大変不便でありました

が、役場新庁舎が完成したことにより解消

され、多くの町民が喜んでいると思いま

す。 

 しかし、庁舎の分散化は解消されました

が、例えば、転入届を提出する場合、水

道、国民健康保険の加入、児童手当支給、

学校の転入、年金等の手続に別々の窓口に

行かなければならなく、大変不便な状況に

あります。 

 このようなことから、町民の利便性向上

とまちの業務の効率化のためにも、近隣市

でも実施しています複数の手続が一度に済

むワンストップサービスの導入について、

町長の考え方を伺います。 

 また、住民票や転出届をはじめ、多くの

申請について、運転免許証など身分証明書

で本人確認を行い、必要事項を聞き取って

パソコンで入力することで申請書を書く手

間を省き、印刷された書面を本人が確認し

て署名すれば手続が完了する、書かない窓

口を導入すべきかと考えますが、町長の考

え方を併せて伺います。 
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 ３番目としまして、地域経済の活性化に

ついてであります。 

 コロナ収束を見据えた、観光政策も含め

た市街地活性化についてお伺いいたしま

す。 

 オミクロン株の猛威と、いまだ収束の兆

しが見えないコロナ禍問題でありますが、

美幌町としても、感染拡大の防止と経済支

援対策に必死に対応していることは認識し

ているところであります。 

 今後も、基本的な感染予防対策の実践が

最大の防止につながると思います。 

 特に、商工経済においては、この２年間

のコロナ禍による影響で、今までにない停

滞に見舞われております。コロナ禍の以前

から経済が縮小している状態でありました

が、さらに追い打ちをかけている現状とな

っています。 

 町として、今後、あらゆる手段の対応を

していくと思いますが、その中で、観光政

策も含めた中心市街地の活性化開発につい

て、今後の方向性を伺います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君）〔登壇〕 髙橋議員

の御質問に答弁いたします。 

 初めに、町道第７７０号道路の改良につ

いて。 

 大正橋の架け替え並びに町道第７７０号

の改良についてですが、交通量の増加、大

正橋手前カーブの危険性、大正橋の幅員が

狭いことによる危険な状況について認識し

ているところであり、スリップ事故防止の

ため、頻繁に砂散布を行うとともに、幅が

狭くならないよう、グレーダーによる路面

整正に努めております。 

 あわせて、大正橋手前のカーブは路面が

滑る旨の注意看板を設置し、注意喚起を図

っているところであります。 

 車両のより安全な運行を確保するため

に、大正橋の架け替え並びに町道第７７０

号の改良が必要と考えておりますが、多額

の事業費と、現状の車両通行をどのように

確保するか、交通安全対策としてどのよう

な道路線形が可能かなど、橋と道路一体と

なった検討、整備が望ましいと考えており

ます。 

 本路線は、道道から町道に振り替えた経

過があり、現状の交通量や求められる橋

梁・道路整備などの事業規模から、道道昇

格による事業着手がふさわしいと考えてい

るところであり、網走建設管理部主催の社

会資本整備推進会議において、道道昇格の

要望を継続している状況であります。 

 本年度においても、令和４年２月１０日

開催の社会資本整備推進会議において要望

しているところであり、今後も継続してま

いりますので、御理解をお願いいたしま

す。 

 次に、役場窓口機能の充実強化につい

て、１点目のワンストップサービスの導入

についてですが、これまでは、御指摘のと

おり、庁舎の分散化により町民の皆様に大

変御不便をおかけしてきましたが、新庁舎

建設に合わせ、来庁者の手続時間短縮と利

用しやすい環境整備を目標に検討してきま

した。 

 その結果、美幌町での来庁されるお客様

の人数等を考慮し、お客様が移動せず、担

当する複数の職員がローテーションしなが

ら対応する形での窓口改善に努めてきたと

ころであります。 

 また、新たに導入した受付システムによ

る待ち人数等の見える化により、待たせる

ことで生じる不満感の軽減にも努めており

ます。 

 今後も、多くの町民の皆様の御意見を聞

き、窓口関係部署での検証も行いながら、

より利用しやすい窓口となるよう努めてま

いります。 

 次に、書かない窓口の導入についてです

が、現在、来庁される方の中には、記載台

や窓口でスムーズに申請書類等への記入が

できない場合も見受けられますので、その
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都度、職員がサポートして、必要な手続を

済ませられるよう対応しているところであ

ります。 

 御質問の書かない窓口については、北見

市をはじめ、他の先進自治体の視察を行い

検討してきたところでありますが、これら

も含め、来庁された方のさらなる負担軽減

の手法について、引き続き検討していきた

いと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 次に、地域経済の活性化について、３点

目の観光政策も含めた中心市街地の活性化

開発についてですが、大規模小売店舗の進

出や町外への消費流出により、中心市街地

の空き店舗の増加による空洞化が進んでい

る状況であることから、にぎわいを取り戻

し、活性化を促進することが課題であると

認識しております。 

 課題解決には、ハードやソフト面での整

備が必要でありますが、町としましては、

商工会議所や連合商店会と意見交換を行

い、大通北１丁目商店街のコミュニティス

ペース設置に対する支援や、今後も、商店

街を担っていかれる若者を対象に、先進地

への視察や、先進地から講師を招いてのセ

ミナーの開催などに継続して支援し、これ

からの事業を通して、商店街において新た

なイベントなどの取組につなげていただ

き、中心市街地の活性化に何が必要なのか

導き出していけるよう進めているところで

あります。 

 今後、さらなる中心市街地活性化対策と

して、起業家支援事業、店舗リフォーム事

業、空き店舗活用事業など、既存事業を継

続しながら、本町の立地条件や観光資源に

適した宿泊施設の誘致を含め、商工会議所

をはじめとした関係団体と連携を図り、積

極的に取り組んでまいりたいと考えており

ます。 

 以上、答弁いたしましたので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 引き続き、質問さ

せていただきます。 

 まず、町道７７０号の再質問をさせてい

ただきますが、町道７７０号と昭野の道道

２１７号交差点までの区間では、朝夕が特

に、また、１日を通しても相当の交通量が

あります。特に、大正橋から道道の丁字路

までは非常に渋滞が多くなっています。 

 令和元年から令和３年までの３年間で、

美幌町で２３件の交通事故が発生しました

が、そのうちの６件が大正橋付近での事故

です。これは稲垣議員も指摘しておりまし

た。 

 豊岡線が改良されたことで、一気に利用

の頻度が高くなった路線ですが、大正橋の

幅もそうですけれども、手前のカーブの幅

員が狭く、事故を誘引しやすい道路になっ

ているとも感じます。一日も早い解消が必

要と思われます。 

 また、答弁で、冬場の対応として、幅が

狭くならないようグレーダーによる路面整

正に努めているとのことですが、今年はど

の程度の実施状況なのか伺います。 

○議長（大原 昇君） 環境管理課長。 

○環境管理課長（鶴田雅規君） 御答弁申

し上げます。 

 ７７０号道路の冬期の維持管理の関係で

ございますが、今回、一斉除雪を２月まで

の間に既に７回実施しておりますが、その

際は、全てグレーダーによって削っており

ます。 

 そのほかに、１２月２４日、１月１１

日、１月２７日と別途３回、あそこの路線

をグレーダーによって路面整正を行ってお

ります。 

 砂まきにつきましては、一斉除雪とか路

面整正にかかわらず、パトロールをしなが

ら、随時、実施している状況です。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 
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○４番（髙橋秀明君） 大正橋は大変危険

な場所なので、随時、日頃のパトロールで

道路整備をしているという理解でいいので

すね。 

 日頃の整備ですが、あそこを通ったとき

にかなり狭く危険に感じます。過去には死

亡事故も起きて、歩道をかけたという歴史

もあります。現状、歩道ができたので、そ

ちらは解消しているのですが、大型車が通

るには反対で止まって待たないと危険を感

じるという状況がずっと続いております。 

 この状況はしばらく続くと思いますけれ

ども、今できることは、特に冬場、狭い道

路ですから、狭い道路を最大限広くして、

安全の確保を取ってもらうということで、

よろしくお願いいたします。 

 次に、答弁で大正橋の架け替え並びに町

道７７０号の改良が必要と考えるとありま

すが、多額の事業費と、現状の車両通行を

どのように確保するか、交通安全対策とし

てどのような道路線形が必要なのか、橋と

道路が一体となった検討、整備が望ましい

とありますけれども、具体的にどのような

道路線形をイメージしているのか教えてい

ただきたい。分かる範囲でいいです。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 今、大正橋を含め

た前後の道路については、髙橋議員がおっ

しゃったとおり、やはり、交通量があった

り、冬場は非常に滑り、事故が多いという

中において、基本的には、道道に振り替え

られないかというお願いをしております。 

 先ほど稲垣議員にお話しした中で、今ま

で、道道に昇格してほしいというお願い

で、具体的にどれぐらいかかるとか、そう

いう話は言ってこなかったような気がして

おります。 

 今も言っていただきましたが、ではどれ

ぐらいかという話を今回させていただきま

すと、単純に大正橋を架け替えると約２０

億円という試算をしております。それに仮

橋をつけたりすると約２５億円。橋という

ことで、例えば、線形を変えたり前後をい

じるとなると、今言われているのは１.５倍

から２倍ぐらいは事業費が上がるだろうと

いうことでいけば、２倍でいけば５０億円

ぐらいかかるだろうと思っています。 

 では、現実に線形をどうするかといって

も、今のところ答えを出せていないところ

です。 

 どちらかというと、今までは道にお願い

すれば道がやってくれるだろうという安易

な気持ちも少しはあるのですけれども、現

実的に橋を架け替える話については、内部

でもいろいろ検討して、今言ったような試

算になっております。 

 もう一方は、あのカーブの線形を変えら

れないとすれば、今、事故が多いというこ

とを考えた場合に、その事故を少なく、冬

場のスリップをなくすとしたら、例えばロ

ードヒーティングにしたらどうなのかとい

うことは検討しております。 

 カーブから下まで全体の長さで大体３０

０メートルぐらいあるのですけれども、そ

の半分の一番日陰になるところの１５０メ

ートルを仮にロードヒーティングにすると

約１億２,０００万円ぐらい、問題は、その

維持費として月の電気代が大体３３０万円

から３５０万円、年間１,５００万円ぐらい

かかるだろうという試算をしております。 

 こういうことも、今回、皆さんにお話を

した中で、どういう形がいいかということ

も含めて、これから皆さんに相談していく

ことも必要かなと思っています。 

 今、お話ができるのはそこまででござい

ます。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 今、将来に向け

て、具体的な数字をもらいました。これを

町でやるのかという数字です。 

 実際に道道への昇格を要望していると町

長は言っていますけれども、道道を１回町

道に格下げして、また格上げするなんて虫
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のいい話と言ったらおかしいですが、そん

なことがまかり通るのかなということも頭

をよぎるわけです。 

 総額５０億円、ロードヒーティングだと

１億円プラス維持費が年間１,５００万円程

度ですか、これを我が町の今の財政ででき

るか、半分補助金をもらったってまず無理

でしょうというものだろうと思うのですけ

れども、今の話は、交通ばかりでなく、現

在、自動車道着工にこぎ着けて、近い将

来、１０年になるか１１年になるか分かり

ませんが、そちらに車が移行するわけで

す。 

 今、豊岡道路がかなり整備されて、昔、

美幌トンネルを通って美幌へ来る車が結構

多かったわけです。僕があそこを測った

ら、約６キロか７キロも距離が違うので

す。それが短くなって、豊岡線をどんどん

走るようになって、あの橋は昭野橋でした

か、あれができて便利になって、あそこに

車が多くなった。道道でもあるということ

で、昔からは考えられないような数の車が

走っています。 

 自動車道ができた後にのんびり計画して

いたら、当然、計画から削除されることに

なりかねないと思います。 

 逆に、架け替えの理由は、交通量だけで

なく、この橋は築６０年でしたか、６１年

でしたか、コンクリート橋ですけれども、

耐用年数は来ているので、このままずっと

置いておくわけにもいきません。 

 最近は、ゲリラ豪雨、台風にしても、今

までに考えられないような増水が頻繁に起

きています。本当にこの橋は大丈夫なのか

なと皆さんは心配しているかと思います。 

 そういう面も含めて、戦略を少し変え

て、交通量もそうなのですけれども、危険

橋の架け替えということで、その計画を進

めていただきたいなと感じているところで

あります。 

 そのいい例として、隣町で大地震があっ

たときに、町長も分かっていると思います

けれども、一番湖水に近い橋、調べたら湖

響橋ということでした。その湖響橋は町道

なのですけれども、すぐ美幌側の上隣に１

キロで同じような立派な橋が架かっていま

す。 

 この湖響橋は地震で使用不能になった経

緯がありまして、町も一生懸命陳情に行っ

て架け替えをお願いしたのですけれども、

役所同士の陳情ですから、なかなか思いが

通じなかった。考えた挙句に、町民を挙げ

ての期成会を結成して、何とか架け替えに

こぎ着けたといういい実例があります。 

 何を言っているかというと、僕は、美禽

橋もそうですけれども、町民を挙げて、期

成会でも何でもつくって要望をするという

ことが大事なのかと思います。隣町では、

議会も挙げて取り組んでいたようでありま

すけれども、そういうことも含めて、将

来、あの橋はもう要らないというなら別な

話ですが、なかなかそうはならないと思い

ますので、その辺の考えを教えていただき

たいと思います。決意でもいいです。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 現状での橋の架け

替え、前後の道路をどうするかという話の

中で、今、私どもで試算しているお話をし

ております。議員がおっしゃったとおり、

あの橋をどれぐらいのスパンでもたせるか

と考えたときに、もう６０年は超えている

中でいけば、通常の規定上の耐用は、コン

クリート橋が６０年という話になってはい

るのですけれども、今、５年ぐらいに大体

５,０００万円ぐらいかけて点検をして、先

延ばしをして、長寿命化ということでして

います。 

 そう考えたときに、一つの判断として、

橋をつくるとすれば１０年ぐらいかかると

した場合に、今おっしゃったとおり、私の

頭の中では、高規格道路が多分１０年で出

来上がるだろうという思いがあります。 

 そうして、交通量の流れも変わったとき

に、果たしてあそこで造る必要があるかと
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いうことも考えなければいけないと思って

います。それは、交通量の流れです。 

 では、なくすかということを考えます

と、網走川があって、町の中に入ってく

る、やはり国道１本では駄目だろうと考え

れば、もう１本造らなければいけないとい

う思いがあります。 

 その辺の考え方をしっかり皆さんと協議

した中で、早い時期にどうするか、お願い

する仕方を、先ほど稲垣議員も、何を考え

ているか行政だけではなくて皆さんにきち

んと伝えて、みんなで団結してそういう進

め方をしたらどうですかというお話もいた

だいた中で、髙橋議員もそう言っていただ

けるのであれば、そういうことも考えてい

かなければいけないと思っています。 

 ただ、今後１０年ぐらいで流れは変わる

ことも含めて、この１０年の中で、あそこ

で事故が多いことに対してどうするかとい

うこともどこかでみんなと考えなければい

けないことで、これも大事であるという思

いであります。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） そういう答弁だろ

うと思いました。自動車道ができまして、

今の交通量が３分の１になってしまいまし

たといったときに、その議論が通るのかな

と思うのです。それこそ鉄は熱いうちに打

てではないのですけれども、今、最大限、

危険で困っているという状態で、工事が２

０年先になろうといいのですけれども、そ

ういうものを町民を挙げてお願いして、計

画までにこぎ着けるという努力はしないと

駄目です。 

 そういう意味で、もう一回、町長の決意

を、あと１年の任期ですけれども、そうい

うものの素地をつくるという思いでやりま

すと言ってくれれば、すごく心強いのです

が、どうでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 先ほど、稲垣議員

の御質問のときにも申しましたけれども、

私の任期があと１年ということを考えます

と、繰り返しになりますけれども、一つの

めどというか、方向性はしっかり出して、

皆さんとの共有を図るところまで努力でき

ればいいなと思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） よろしくお願いい

たします。 

 町民を挙げて、議会も挙げて皆さんでや

っていただけると確信していますので、町

長も頑張っていただきたいと思います。 

 次に、役場窓口のワンストップサービス

について、再度質問いたします。 

 これまで、長年、庁舎が分散しておりま

したが、新庁舎の完成で解消されました。

来庁されるお客様の人数などを考慮し、来

庁者が移動せず、担当する複数の職員がロ

ーテーションしながら対応する形で窓口改

善に努めてきたとのことでありますけれど

も、来庁される人数、また、どこの窓口で

対応するかなどの問題が生じると思ってお

りますが、ローテーションで実施して問題

点、改善点がないのか、以前に比べて改善

になっている点などを伺います。 

○議長（大原 昇君） 戸籍保険課長。 

○戸籍保険課長（立花良行君） ただいま

の御質問ですけれども、御承知のとおり、

１階フロアに住民の方に直結するサービ

ス、あるいは、証明書の交付などの窓口を

配置したことに伴いまして、旧庁舎では、

戸籍年金あるいは税の関係の手続は旧本庁

舎でできましたけれども、福祉関係の部分

につきましては、渡り廊下などを渡って移

動していただくということが生じておりま

した。 

 新庁舎におきましては、そういったもの

が、多少横長にはなっておりますけれど

も、ワンフロアで集約している状況です。 

 また、原則としては、お客様がお座りい

ただいた席に、関係する職員がそれぞれ業
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務を、要するにローテーションしながら、

基本的には動かないような形での対応とい

うことを念頭にやっております。コンピュ

ーターシステムの端末がそこになければで

きないというようなシステム、また、御承

知かと思いますけれども、水道あるいは教

育委員会は２階になりますので、そういっ

たところの手続が必要になる場合には移動

をお願いしている状況になっております。 

 来庁される人数につきましては、きちん

とカウントしたものはございませんけれど

も、参考までに、転入、転出の届出や各種

証明書の交付の状況につきましては、令和

４年度の予算参考資料に出ております。 

 ただ、気をつけて見ていただきたいの

は、許可や証明書の交付は、１人１件とい

うことではなくて、出している通数になり

ますので、数としては多くなっておりま

す。 

 また、郵便請求なども含まれていますの

で、実際の来庁者の数のイメージとはずれ

る部分もありますので、その辺も差し引き

ながら参照していただければと思っており

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 令和４年度予算で

新たに導入したシステムの説明ですね。 

 ワンストップサービスについて今回質問

したのは、北見市でワンストップサービス

ということが新聞に堂々と出ておりまし

た。 

 その中で、デジタル庁の大臣さんまでお

見えになって視察をしたと。その後、３市

で導入し、網走市でも計画しているようで

ありますがけれども、答弁の中で、美幌町

も視察に行ってきて調査したとの答弁があ

りますが、調査して具体的な利点という

か、導入に向けて美幌町に入れて町民の皆

さんに有益だなという評価なのか、美幌町

にはまだ早いぞという評価なのか、その辺

を教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町民生活部長。 

○町民生活部長（後藤秀人君） ただいま

の御質問は、ワンストップサービスのこと

についてだと思われますけれども、一応、

本町で取り組んでいるローテンションで職

員が回っていくことも一つのワンストップ

サービスと考えております。 

 北見市の場合は、窓口担当という者があ

りまして、例えば、水道の手続に関しては

ホームページでもできます、どこどこの庁

舎に行きますと水道の手続ができますとい

う御案内も含めてワンストップサービスと

定義づけしている部分もありますので、全

ての手続を一つの窓口でできるというもの

ではないと北見市に確認が取れています。 

 本町の場合は３階建てで、水道と教育委

員会の転入の手続などは２階に上がらなけ

ればならないのですけれども、例えば、１

階で済む手続を全て１階で終わらせて、職

員がローテーションで回って、さらに、２

階に水道がございますので、そちらで手続

をしていただきたいということで御案内す

ることも、一つのワンストップサービスと

捉えていただきたいと思います。 

 確かに、全国的に見ますと、全ての業務

を一つの窓口でやっているところもあるの

ですけれども、そこの課題として、１人の

職員が全ての知識を得ないとできないとい

うデメリットがありまして、人材育成の部

分でかなり大変だというところは、各視察

ですとか、調査をした中で、本町が今取り

組んでいる形が一番いい形かと考えており

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） ワンストップと言

いながら、本当にそうなのかなと。 

 北見市の場合は、平成の大合併で広範囲

が一つの市になってしまったということ

で、もともとの役場が残っていて支所にな
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っているということで調べたら、こういう

システムを平成３年ぐらいから企画しなが

ら、ようやく最近実現に向けたという内容

が検索できたのです。 

 そういうことで、今すぐ美幌町でどうの

こうのではなくて、ほかの自治体でどんど

んどんどん取り入れていく、逆に言った

ら、この窓口業務も国の標準でこれにしな

さいと、そういう方向になっていく気がし

ます。隣町は定住自立圏のメンバーですか

ら、答弁に検討すると書いてありますけれ

ども、そういう意味も含めて、今から十分

に実施に向けて検討するぐらいの決意でや

っていただきたいと思います。 

 ３番目の再質問に移ります。 

 今回の市街地活性化は、前にも伺った経

緯があるのですけれども、今回の町長の答

弁は、戸澤議員も馬場議員もそれに類似し

た質問をしていましたが、以前質問をした

ときとニュアンスが随分変わっているなと

感じました。以前質問したときには、そん

なことは考えていないよという答弁をもら

った記憶があります。 

 その中で、最近、商店街の皆さんも、ど

んどん寂れていくのに手をこまねいている

わけではなくて、中心地にいろいろな施

設、町長から出た言葉だと複合施設を含め

て、自分たちで何とかしたい、町に協力し

てほしいという動きも出てきているわけで

す。 

 それは、町長のところにも多分来ている

と思うのですけれども、そういうことに対

して、全議員への答弁を私は頼もしく聞い

ていました。 

 そこで、複合施設は必要なのか、寂れ

て、目の前が１万３,０００人、さらにその

下というのは目に見えているわけですか

ら、統計を見なくても、大体なっているの

だから。それをこれから２万人にするなん

て、それはなかなか難しいのだろうなと、

中標津町ではないのですから。 

 だから、そういうことも含めて、今から

そういうものを企画して、観光にしても何

にしても、中心のシンボル的なものがやっ

ぱり欲しいのですよね。 

 みどりの村、峠レストハウス、峠の湯は

ありますけれども、ああいうところのばら

ばらな観光をまとめるといったって無理で

すから、まちの中心地と称するところにい

ろいろな複合施設、それこそ交通のバスの

拠点も全部合わせて、図書館も含めた、借

上げ住宅も含めた、そういうものを一体と

して計画すれば、多分、民間の方も動くと

思います。 

 町長は、そんなことよりホテルが先だと

答弁していましたけれども、そういう計画

を立てなかったら、ホテル事業者は出てき

ません。 

 ある程度実現に向けた計画を長期的に立

ててやれば、美幌に進出しても問題ないな

という方向性になる可能性は十分あると思

うのです。そういうことも含めて、再度、

町長の決意をよろしくお願いします。 

─────────────────── 

◎会議時間延長の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 もはや４時近くになりましたが、あらか

じめ会議時間を延長いたしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

─────────────────── 

◎会議時間延長の宣告 

○議長（大原 昇君） したがって、あら

かじめ会議時間の延長をすることに決定し

ました。 

─────────────────── 

◎日程第２ 一般質問 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（平野浩司君） 私も、中心市街地

については、経済部時代に本当に長い期間

関わらせていただきました。どちらかとい

うと、大きな施設をつくって商店街という
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発想は、私はあまり好きではありません。

そのときの考えというのは、やはり、個々

のお店がきちんと連携を取って、一つのル

ープ化をして、いろいろなことで人がそこ

に寄ってくるというものでありました。 

 ですから、その後、どのようになってい

ったかという部分でいけば、いろいろ法律

に基づいて、商店街の空洞化があるから、

そういうものを集めてきて、お金をかけて

やれるかといったら、これは商店主のこと

もあってなかなかできないだろうという考

えが今の私の基本的な考え方であります。 

 そうなると、今、議員がおっしゃったよ

うな核となる施設をつくった中で、そこに

関わって今ある既存のお店の人たちが恩恵

を受けられるようなことも一つの考え方か

なと思っております。 

 そして、この頃考えるのは、にぎわいと

は何かということをみんなが同じにもう一

回きちんと考えなければいけないですし、

例えば、私が思っているにぎわいと議員が

思っているにぎわいのずれがあったら駄目

だろうと考えています。 

 商店街のことをお話しさせていただけれ

ば、今、商店街の人たちにお話をしている

のは、商店街の個々の商店主はそれぞれど

うしたいのかと言っているのです。商店街

を歩く人を多くしたいのか、それとも、そ

れぞれお店の売上げを上げたいのか。そう

なったときに、歩いて来ればいいのですけ

れども、車で来れば駐車場が必要ですとい

う論議や、逆に、商店街の商店の中で活動

を活発化してほしいというのであれば、今

度は誰をターゲットにするか、地域住民な

のか、観光客なのか、近隣の人なのかとい

うことを考えていく必要があると思ってい

ます。 

 私が若い人たちと話している中で、商店

主とか会社に言っているのは、町が望んで

いるのは、あなた方が主体となって、個々

の商店の売上げを連携してつくれる考え方

は何かないですかという話と、地元や近隣

の人たちが集まる手法を考えてほしいとい

う話です。 

 ですから、例えば、そのための視察に行

ったり、今、何人かでコミュニティーのと

ころを借りていろいろ関わってもらってい

たり、それはそれでやっていってもらう。

これが商店ということに対して私がお願い

していることです。 

 もう一方、大きな意味でこの町をどうし

ていくかということで、にぎわいというこ

とを見れば、基本的には、観光という面か

らは、美幌峠とまち中の連携を取ったもの

を、国道の２４３号線をベースとして、そ

こにあるものをきちんと位置づけて、その

流れをしっかりつくろうということで、そ

の出発点であるまちの中の何かというと、

核になる施設をつくる必要があると思って

おります。 

 初めは、核になる施設をつくるときにホ

テルも必要だということで、その上で、ホ

テルとの合築を考えたのですけれども、こ

のことをいろいろ町民の方と話したとき

に、話は分かるけれども、泊まるところが

ないのだと。これを何とかして明日にでも

泊まるところをつくってくれという話が結

構多かったのです。 

 そうなると、今までの複合の上の乗せる

という考え方は、答弁でもお話しさせてい

ただいたとおり、今のところ私は考えてい

なくて、単独で来てもらうことを一生懸命

やっています。 

 ただ、そのときには、今言ったように、

まちがどうなっていくかというきちんとし

た考えも伝えなければ、やみくもに美幌に

来る業者はほとんどいないので、その辺の

思いはしっかり伝えていった中で、年数が

かかるかもしれませんけれども、これから

町が考えている施設とか、どういう形があ

ればそこに人が集まってくるかというター

ゲットを絞った中のものを建てるという

か、そういうものをしっかり整理していけ

ばいいと思います。 
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 そのときには、今までのコンサルとかそ

ういうことではなくて、客観的に都市空間

というか、学問という言い方ではないので

すけれども、都市の構造としてこういう形

があるということをみんなで認識し合った

中で、皆さんと話をまとめて、これは時間

をかけてでも、これは何年以内にというこ

とを考えていかなければ駄目ではないかと

思っています。 

 それを私の任期の間にどれだけできるか

ということで、あとは私の努力だけだと思

っていますので、皆さんのお力を借りて、

美幌町が一つとなってそういうものをまと

め上げられれば、将来に向けて今以上にい

いまちになっていくと思っております。 

 それが、今、私が考えていることであり

ます。 

○議長（大原 昇君） ４番髙橋秀明さ

ん。 

○４番（髙橋秀明君） 長い答弁をありが

とうございます。 

 熱意は分かりますけれども、迅速に計画

を立ててしまいましょうというか、いつま

で考えていても車は走りませんから、そう

いうことを迅速に英断をもってやってもら

えることを期待して終わります。 

○議長（大原 昇君） これで、４番髙橋

秀明さんの一般質問を終わります。 

 以上で、一般質問を終わります。 

─────────────────── 

◎追加日程第１ 決議案第１号 

○議長（大原 昇君） 追加日程第１ 決

議案第１号ロシア連邦によるウクライナ侵

略を厳しく非難し、平和的解決を強く求め

る決議案についてを議題とします。 

 直ちに提案理由の説明を求めます。 

 ３番大江道男さん。 

○３番（大江道男君）〔登壇〕 ロシア連

邦に隣接する独立国ウクライナがロシア軍

によって侵略を受け、ミサイルや戦車でま

ち並みが破壊され、多くの人命が殺傷を受

け、１００万人を超えるウクライナの子女

が難民として隣国に逃れ出ております。 

 この事態に際し、美幌町議会として、全

会一致で決議文を採択し、直ちにロシア連

邦ウラジーミル・プーチン大統領に送付す

るものであります。 

 提出者を代表して、決議文を朗読いたし

ます。 

 ロシア連邦によるウクライナ侵略を厳し

く非難し、平和的解決を強く求める決議。 

 本年２月２４日から開始されたロシア連

邦によるウクライナへの侵略は、国際社会

の平和と安全を著しく損なう暴挙であり、

核兵器の先制使用とのプーチン大統領の発

言に至っては、世界で唯一の被爆国日本に

とって絶対に許し難いものであり、即刻撤

回を求めるものである。 

 このような力による一方的な現状変更の

試みは、国際秩序の根幹を揺るがす明白な

国際法違反であり、断じて許すことはでき

ない。 

 本町では、人々がひとしく平和に暮らせ

る世界の実現を願っており、ウクライナへ

の侵略は、そのような町民の願いに反する

ものである。 

 よって、本町議会は、ロシア連邦による

ウクライナ侵略を厳しく非難するととも

に、国際法を遵守し、軍の即時撤退と平和

的解決を行うよう強く求める。 

 以上、決議する。 

 令和４年３月４日。 

 美幌町議会。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（大原 昇君） これから、本決議

案について、直ちに採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本決議案については、原案のとおり決す

ることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（大原 昇君） 起立多数です。 

 したがって、本決議案は、原案のとおり

可決されました。 

 ただいま可決されました決議書は、議長
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において、別紙記載の提出先に提出するこ

とといたします。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日はこれで延会すること

に決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣告 

○議長（大原 昇君） 本日は、これで延

会いたします。 

 御苦労さまでした。 

       午後 ４時 ９分 延会   
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